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1　 は　 じ　 め 　 に

　昭和60年12月27日 ，わが国で は医療法 の
一部改正 （法律第109 号）がな された 。 こ の 改正 の 目

的は ，21世紀に 向 っ て ，人口 の 高齢化 ，疾病構造 の 変化 ，医学 医術の 進歩な どを想定 しつ つ
「
，か

つ ，従来の 治療を中心 と した医療か ら，
．
疾病の 予防，早期発見 ，リハ ビ リテ ーシ ョ ン な ど広 い領

域を含む
“

包括医療
”

体制 の 確立を意図 したもの で ある 。 そ の 内容は，大きく分けて ， 都道府県

医療計画，い わゆる
“

地域医療
”

と医療法人に関する事項で あるが ，特に ，地域に おける充実 し

た医療体制 を整備する こ とに よ り，国民 の 健康と福祉の 向上に 寄与せ ん と した もの で あ る 。

　筆者 らは，こ れ らの 改正 に お い て 種 々 注目すべ き点があ る と考える。特に
“

地域 医療
”

の 目的

の なか で ，まず ，ア メ リカ の 医療 シ ス テ ム にお ける ホ ーム ケ ア （プ ラ イマ リ・ケ ア の 1 つ ）の 導

入を図ろう として い る点で あ る。つ ま り，地域医療にお い て ，プ ラ イマ リ ・ケ ア推進 の ため に，

医療施設及 び 医療従事者の 確保 な らびに研修体制の 整備を都道府県の 医療計画 に要請 したこ と

で ある 。 それは，わが国 の 現在 の 医療制度が，保障制度として 非常に優れ て い る と考え られ る側

面を認識 しっ っ ，さらに，医療 の 質の 向上 を促進 させ る こ とを意 図 して い ると思 われ る 。 そ して ，、

い ま
一

つ は，薬局と病院等 との機能及び業務の連携の 強化に関する ことが明記 された こ とで ある 。

即ち ，薬局及 び薬剤師の よ り積極的な医療へ の 参加 と，医療の 質の 向上に対する協力 と努力を法

律の上で 明確 に要求 した こ とで ある 。 したが っ て ，薬剤師に は，地域医療に対す る建設的 な意見

を述べ る機会を与え られた反面，非常に広範囲の業務を実行 し，医療の質の 向上 に対 して 貢献す

る厳 しい業務を課せ られた とい える。 そ して そ の ため に ，薬剤師職能の新たな確立 と，薬剤師の

教育 ，資質の 充実が求め られ る こ とにな っ たの で あ る 。

　 さて
， われわれ は ，こ うした わが国の 医療制度の 今後 の 方向を期待 しなが らも，そ れで もなお

かつ ，現状 にお い て は ，治療 （Cure） に 全力が 注が れ て い、るが ，ケ ア （Care） に 関 して は軽

視されて い る の で はな い か と考え て い る の で ある 。 た とえば，末期疾病 （癌など） の 治療管理 が

患者本人及び そ の 家族 に とっ て 不 充分な の で な い か と考え られ る。そ こ で ，ケ ア を 中心 と したホ

ス ピ ス 医療が イギ リズか らア メ リカ へ と展開されて い る こ とに着 目し、その 内容が いかなる もの

で あるか、癌治療に ふ さわ しい もの で ある の か ，また医療 シ ス テ ム の なかで ど の よ うに位置付け

られ て い るの か ，に つ い て検討 した 。 さらに，数少ない けれ ども，わが国で 実践 されて い るホ ス

ピ ス ケ ア で は，薬剤師が直接関与 して い な い事実を知 り，ホ ス ピ ス 医療にお い て薬剤師の 役割が

あ るの か ど うか ，また法的問題が あるか否か にっ い て ，主 として ア メ リカ の ホ ス ピ ス に 関す る文
　 　 　 　 　

’
　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　 ｛1）

献な らび に わが国の 著書に基づ い て 考察 した 。

（1） 本稿を草ず るに あ た っ て は ，わ が 国の ホ ス ピ ス に 関す る著書 ， 訳書並びに ア メ リカ の 著書を参考と・し

　た 。 わが国 の 著書 （初版の 年代順 に ） として ，（1｝柏木哲夫 ，死 にゆく人 々 の ケ ア ，
一

末期患者へ の チー

　ム ア プ ロ
ー

チ
， 医学書隣，

1978年 （昭和53年） 5 月15第 1版第 1刷 （19858月 1 日第 1 版第 6 刷）（2）柏

　木哲夫 t 臨死患者ケ ァ の 理論と実際，
一

死 に ゆ・く患者 の 看護一 ，日本総研出版，1980年 （昭和55年），

　 7月 1 日第 1版第 1 刷 （第 6 刷1982年 12月 15日），（3〕・ビ ク ター＆ ロ
ーズ マ リー・ゾル ザ，岡村昭彦監訳 ，

　木村恵子訳 ，ホ ス ピス
ー

末期 ガ ン患者 へ の 宣 告
一 ，家 の 光協会 ，昭和56年 に 12月 10日第 1 版 （昭和

　57年 2月 1 日第 2版），〔4｝サ ン ドル ・ス トダ
ー

ド，高見安規子訳 ，ホ ス ピ ス ・ム ーヴ メ ン トー よりよ

　き 生 の た め に
， 時事 通 信社，昭和57年 6 月 1 日 ，昭和印年 6 月 1 日発行，（5｝Kenneth 　P ．　Cohen ，斉藤

　武，柏木哲 夫訳，ボ ス ドス ：・
一一末期医療 の 思 想 と方法 ， 医学書院 ，

1982年 （昭和 57年） 5 月15日第 1版

　第 1刷 （1983年 8 月 1 日第 1 版第 2刷），（6）NHK 取材班 ，日 本 の 条件
．
9 医療

一
あな た の あす を 誰が

L
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看る
一

，日本放送出版協会 ，昭和57年10月20日第 1刷 ，（7｝若林
一

美，安 らかな死 の た め ｝こ
一

ホ ス ピ

ス ー ，現代出版 ，1982年 （昭 和57年） 6 月21H初版第 1刷 ，（8旧 本 経 済 新聞社編 ，ドキ ュ メ ン ト聖 隷 ホ

ス ピ ス
， 昭和58年 4月 1 日第 1刷 ， （9｝柏木哲夫，生 と死を支え る 一 ホ ス ピ ス ・ケ ア の実践 一

「 ，朝日新

聞社，1983年 （昭和58年） 5 月20日第 1刷，GO｝原義雄 ・千原明，亦ス ピ ス
・ケア

ー 看取 りの 医療へ の

提言 一 ，メ ヂ カル フ レ ン ド社 ，昭和 58年 8 月 25日第 1版 第 1覇 （昭和 61年 7 月26日 第 1版 5 刷），（11）柏

木哲夫，ホ ス ピス をめ ざ して ，医学書院，1983年 （昭和58年）11月 1 日第 1版第 1刷 ， 膕 シ シ リ
ー

ソ ン ダ
ー

ス 他編著 ，岡村昭彦監訳 ，ホ ス ピス ハ ン ド ブ ッ ク
ー

こ の 運動 の 反省 と未来
一

，家 の 光協会 ，昭 和59

年 7 月20日第 1 版 ， q3舶 木哲夫 ， 死 に ゆく患 者 と家族へ の 援助
一

ホ ス ピ ス ケ ア の 実際 ，医学書院，19

86年 5 月 1 日第 1 版第 1刷 ，ア メ リカ の 著書として ，（1｝Kenneth　P．Cohen ，　 Hospiee− Pr6scripti◎ n

for　Forminal 　Care，　An 　Aspen 　Publication，1979，〔2）Anne 　Munley ，　 The　Hospice　Alterna−

tive，− ANew 　Gontext 　for　Death 　and 　 Dying ，　 Basic　Books
，
　 Publishers ，　 New 　Yorkl 　1983，

（3jEdited　by　Paul　R ．　Torrens，　M ，　D ．　M ．　P．　H ，　Hospice　Programs 　and 　Public　Policy，

American 　Hospitals．Publisling　Inc：，．　1985。

1 　 ホ ス ピス につ い て

1． 序 説

　　　　厂死」，それは生命の ある もの に と っ て は不可避の 結末で あ り，当然の 宿命で あ る 。 そ して

　　 死 は
一
般の人間にと っ て 大きな恐怖で もある。その 恐怖は ，分析 して み る と，（1階 痛 へ の 恐怖，

　　   孤独 へ め恐 怖，（3）不愉快 な体験 へ の 恐れ
一 尊厳を失な うこ とへ の 恐 れ

一一
，（4隊 族や社会

　　 の 負担に なる ζとへ の 恐れ ，  未知な るもの を前に して の 不安 ，  人生に 対す る不安と結びっ

　　　い た死 へ の 不安 ，〔7）人生を不完全 な まま に終え る こ とへ の 不安 ，  自己 の 消滅へ の 不安 ，  死
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔2）

　　 後の審判や罰 に関する不安などがある 。 特に 肉体の 消滅を もっ て具現す る死 （何を基準 として

　　 死 と判定するか に つ い て 議論 の あ ると こ ろである 。 肺臓死 ，
・
心臓死 ， 脳死の 問題が ある）は ，

　　 死後の 世界 の 霊魂を信 じる と信 じない とに かかわ らず ，すべ て の 人間が直面せ ざるをえ な い 事

　　 実で あ る 。

・
　　 死に つ い て は ，かつ て よ り哲学者や 宗教家が ，そ の解釈な い し意味づ け に 力を注 い で きた 。

　　死が齢 あ る もの に と・ て の 永却 テ
ー

マ とされて い る こ と齬 鷺 き尠 事実な の で ある ・

　　　 哲学者 シ ョ
ー

ペ ン ハ ウ ア ーは ，そ の 著 「意志 と表象と して の世界」 の な か で 死 につ い て 論 じ

　　　て い る 。 筆者な りに抜粋 して み cl う 。 「……考 え る こ とを しな い 動物 に お ける と同様 に ，人間

　　　に おい て もまた ，自分 は自然そ の もの なの だ，世界そ の もの な の だ．とい うか の 最内奥の 意識

　　　か ら生まれ て くる安心 感が 平生 は持続的な状態と して は優位を占めて い るの で あ る 。 死は確実

　　　で 間近だ とい う思想が ，か くべ っ 人間をお び や か さな い の は そ の ため な の で あ っ て ，誰 もが ま

　　 ．るで 自分は永遠 に隼きて い る に違 い ない とで もい うよ うに ，そ の 日をや り過ご して い る。こ れ

　　　は大げさに言え ば次の ように言 える で 南ろ う。 普通 布ら，彼の 気持と死刑の 宣告 を受けて い る

　　　罪人の気持 との 間に は，け っ して 大差は あり得な い はずの もの だが，誰 しもが自分の 死の 確か

　　　さに つ い て は本当に切実な実感を抱 い て い な い 。 い うまで もな く誰も抽象的 ・理論的には死の

　　　確かさを認 め て い るの ではあるが ， しか し誰もが ζれを考 えない よ うに して ，け っ して 自分の

　　　切実な意 識の なか に受け入 れ よ うとは しない の で あ る」 と述 べ ，さらに 「時折まざまざと こ

、　　 の 死の 確実 さは な に か の 機会が あ っ て 思 い うかべ る ときに しか人間に 不安を抱か せ る こ とは

、
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、

な い 」 の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔4［

　 哲学者 パ ス カ ル もまた死に つ い て ，その著 「パ ン セ 」
』
で多面的に考察 して い る 。 そ の なか に

は ，シ ョ
ー

ペ ン パ ウ ア の 思想 に類似 した文章が見出され る 。 「ζこ に幾人かの 人が鎖 に 6 な が

れて い るの を想像 しよう 。 み な死刑 を宣告され て い る 。 そ の なか の何人か が毎 日他の 人た ちの

目の前で殺 されて い く。 残 っ た者は ，自分たちの 運命 もそめ仲間たちと同 じである こ とを悟 り，

悲 しみ と絶望 との うちに互 い に顔を見合わせ なが ら，自分の 番が く．るの を待 っ て い る 。 これが

人間 の 状態 を 描 い た図な の で あ る 。」 と 。

　 人間は現実には そ う した死 刑囚の よ うな状態 に あ る こ とを ，日 々 の生活の な か で 忘却 して い

るにす ぎな い 。 死 は我々 に と っ て 切実な問題 として 眼前に あるに もかかわらず ，こ れを避けよ

うと して い るの がわれわれ の 姿な の で ある 。 死はあ る意味で は ，人生の 長い 道程を経た終着駅

で はな くて ，現に 今ヒこ に あ る こ とな の で あ る 。 ま た死 は ，われ 自身 か ただひ とりで直面 しな

けれ ばな らな い 現擧で ある 。 騨分の 出生が 自分ひ ζりの 体験であ っ た と同様 に．、死 もまた 自・ら

の もの で あ っ て 、他者によ る身代わ りの で きな い もの である 。 それゆえ に こ そ死は恐 怖で あ り，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t5｝
孤独な もの で ある と言えよ う。 哲学 者ハ イデ カ ーは ，くしくも彼 の著 「現存在 と時間性 」で こ

う述べ て い る 。 「い かな る ひ とも他者か ら彼の 死亡 を取り除 い て や る こ とは で きな い の である 。

誰か が 「他者の 代わ りに死ん で や る」 こ とな らた しか に で きはす る 。 けれど も こ の こ とは ，つ

，ね に ，「或 る特定の 事柄 にお い て 」他者の代わ りに 犠牲 に な っ て や る とい うこ と に ほ かな らな

い 。 だが，こ の よ う に誰か の 代わ りに死亡 して や る とい うこ とが意味す る の は ，そ の おか げで

他者か らそ の死が ほん の 少 しで も取 り除 かれ た とい う ζ とで は ，け っ して あ りえな い 。 死亡は ，

それぞれの 現存在が そ の ときどきにみずか らわが身に 引き受 けざるをえ な い もの な の で あ る。

死 は ， それが 「存在する」か ぎり ， 本質的 にそ の つ ど私 の もの で ある」。 他者の た め に 犠牲 に

な る死 はあ っ て も，自らの 死 は自らが背負わ な けれ ばな らな い 。 こ の事実は ，た と え い かな る
　　　　　　　　

人 間 で あろ うと厳粛 に 受 け止 め な けれ ばな ら窩い 。

　 他者の た め に犠牲 にな る死 は ，隣人愛 の 究極的な愛の姿型で．あ ろ う。 古今東西 ，わずか で は

あ るが ，そ うした行為が為されて い るこ とは筆者も多少承 知 して い る 。 しか し凡庸な者 に は，

はか り知れ な い 世界で もあ る 。

　 考えて みれば，死は個 々 人が 自ら引受けざるを得な い 不可避的事実で あり，死 の 意味の 探求

は，逆 に 「生 きる」 こ との 意義を知 る こ とで もある 。 「生 きる」 とい う実存的問題 を投げか け

て い る死 は ，まさ しく我々 に意義 ある人生 へ の 探求を迫る もの で もある。こ うして 死の 間魑は ，、

生の 問題と密接な連関性な い し不可分性をも っ て迫 っ て くる もの として ，認識せ ざるを得な い

の で ある 。 ．死 は，そ の 人の 生涯が い か な る もの で あ っ たか の 結論で あ っ て ，人生 の 総決算で も

ある 。

　 筆者 は，こ うした視点を踏え なが ら，自らの死 を受容 しっ っ あ る人間 （末期患者）の 問題を

ど う取扱い ，ど う対処 され るべ きか ， に関心を抱い て きた 。

　 人間はい かにすれば実質のあ る人生 （life　of 　quality）を生 き，尊厳を も っ た死を迎 え られ

るか 。 また ，現代社会 ，と くに医療の なかで ， 死 に直面 した人間 （患者）・は真 に ，価値 あ る尊

い もの として 扱わ れ て い るの か ど う
「
か な どの 疑問 に 蓬 着して い る か らで あ る。そ して筆者 とし

て は ，死の 医療と い う現代社会 の 重要 なか つ 困難 な問題に 対 して ，ホ ス ピス 医療か らの 示唆を

た よ りに考察を試みた い と考えて い る の で あ る 。
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ホ ス ピ ス 　 そ の 医療的法的諸問題 5

2． ホ．ス ピ ス と は

　現代 の 重票な病気 の 典型 は癌で ある，と言われ て い る 。 勿論 ， 他 に多 くの難病が ある こ とは

承知 して い る つ もりで あ る が ，治療困難な病気 とい う点で は ，最 も注目されて い る もの の 一つ

が癌で ある。人類の 歴史は ，あ る意味で は病気 との 闘 い で あ っ た 。 そ れは ，13世紀 の ライ ，14

世紀の ペ ス ト，16世紀の梅毒，17〜18世紀の痘瘡 ・発疹 チ フ ス ，19世紀の コ レ ラ ・結核，20世
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛61
紀の イ ン フ ル エ ン ザ ，そ して 癌 ・心臓病 と，人間 の 生存 の 歴史はまさ しく病気の 苦難か ら治療

へ の 模索克服 にかか っ て い た，とい っ て も言い 過ぎで は な い で あろ う。 そ して現代の医学 もそ
　 　 　 　

’
s

うした過程の うえ に立た されて い る の で ある 。 わが国 に お い て も，ア メ リカ に おい て も癌 はわ

れわれを悩 まし続 けて い る 。 そ の こ とは末期患者で死亡 した人々 の 手記 ，日記等が か な り出版
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛7｝
され て い る事実 ICよ っ て も証明 され て い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．

　で は ，こ うした末期患者 に対 して，現代の 医療制度の下で は ，
い か な る治療が な され て い る

’

の か 。

一
般に 医師は治療 （Cute）するの が 目的で あ り，．そ の ため には十分な設備 ，検査方法 ，

最高度の 医学 的知識 ・ 技術等を用 い て 治療 （生命 ，健康 の 回復）せ ね ば敗北で あ る と考え て い

るで あろ う。 そ の こ とは決 して 無意味で はな い 。む しろわれ われ は ，そ う期待 して い るの で あ

る 。 しか し反面 ，死が迫ま っ て い る末期患者に関 して は ，治療 よ りむ しろケ ア （Care）が 必要

で あるに もか かわ らず，延命へ の 努力が 強調され るあ ま り，尊 い死の 受容 ど い っ た視点が欠落

して は い な 喚か ．とい っ た疑問が牛じて くる で あろう。 ホ．ス ピ ス 医療の 登場 は 、ま さに そ う し

た疑問か ら出発 して お り，現代の 医療 へ の 挑戦 と も見 られ る 。 しか し同時に ホ ス ピ ス は現代医

療そ の もの に対 して ，重要 な堤言を内包 して い るよノうに も感 じられ るの で あ る 。

　わが甲で は 、畳 の 上 で 死を迎 える の が 当祭ζされ て きた 。 そ して 死 1〈向 っ て い る人々 もそう

あ りた い と念 じて ，家族の 待 つ 家庭 に帰 りた い とくり返え し希望を述 べ るの が
一般で あ っ た 。

そ の こ とは現時点にお い て もほ とん ど変わ っ て い な い であ ろう。 こ の よ うな心情 は ア メ リカで

も共通の・よ うで あり，人 々 は家庭の N ッ トで の キ ュ ア ，ケ ア を願 っ て い る と言われて い る 。 家

族に見守 られ て 死を迎 え 韋い と い う願い は．洋の 東西問わ ず変わ らぬ気持 ち で あ る らしい 。 そ

こ で 現代の 医療は，そ うした要求に 対 して い か なる解答をな しうるの か 。 ホ ス ピ ス ケア の必要

性が ， 近代にお い て ，イ ギ リス．か らア メ リ・カへ と展開 され ，さ らに世界に広が ろうと して い る

の はまさ に ，現代医療の こ の空白を埋め る警鐘 の意 味をも、っ て い る と思 われ る 。

　ホ ス ピ ス とは，全米ホ ス ピ ス 協会 （National
：Hospice　Organization）に よ れば岬次の よ うに

躡 され る ・ それは 味 期黯 とそ の 家族1こ
璽

る痛み と症状 コ
とト゜

一
ノレw え る サ

ー
ビ ス

の ため の 相互的専門的訓練 （interdisciplinary） の プ ロ グラムで ある 。 ホ ス ピス は ケ ア の 特殊

な概念で あ っ て ，特殊なケア の場所 で はな い 」．と・

　ボ ス 冒ス は末期患 考 （特 に癌に よ る）の 身体的精神的 苦痛を い か に緩和す るか ，また患者 と

そ の 家族に 対 して い かにケ ア をす るか等 に重点を置い て い るとい えよ う。 さ らに患者 と家族の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

希望 に沿 っ て ・「そ の 入ら しい生」 を全 うする
』
ため に援助をする こ とにあ り，患者の 人生の 死の

時点 まで 質 の 高い もの に 維持す るた め に努め るの で あ る 。

・そ の ため の ケ ア は ，．病院 と・い う医療

機関内に限定 され る もの で はな く，ホ
ー

ム

’
（在宅）に おけるケ ア も重要 な役割 を担 っ て い る 。

ア メ リカ に お ける ホ ス ピ ス は ，病院ホ ス ピ ス よ りも，む しろ訪問看護 （ケ ア ）に多 くの 働 きを

な して い る と言われて い る。 ホ ス ピ ス は場所や設備で はな い
。 そ れ は ，出来得 る限 り長 く，生
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6 三 浦 　泉 6 河島　進

の 尊厳とそ の コ ン ト ロ
ー

ル を維持す る こ とを ，患者に可能にす るため の プ ロ グ ラ ム で あ る。

　そ の プ ロ グラ ム の なか で ，特 に症状 コ ン トロ
ー

ル に つ い て みれば ，（11身体的痛み （Physigal

pain）｛2）精神的輝み （Matirial　pain），（3｝社会的痛み （Social　p3in）．〔4）宗教的痛み （Spri−

t。alp 。i・）をそれぞれ専門的｝・分担す るの が 叔 ピ ス ケ ア で ある盤 の ため ｝・ は洛 々 専門分

野 に分れて ，そ れ らの 専門職が ケ ア を担当する こ とに よ っ て 行なわれ る 。 そ して 担当者 の チ ー

ム を組ん で 末期患者に 関する役割を分担する ことに な る 。 そ の メ ン バ ーとして は，ホ 不 ピ ス コ ー

デ ィ ネータ ー又は医務部長 ，医師，ナ
ー

ス ，心理学者，牧師，ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ーt 栄養士，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 禰

薬剤師，療法士 （身体的），ボ ラ ン テ ィ ア が あ り，彼 らは病 院内ケ ア または在宅ケ ア に お い て

そ の 働 きをな して い
1
るので ある 。 これ らの 人 々 の役割に つ い て は後述 した い 。 （皿

’
− 1，2）。

3． ホ ス ピ ス の 歴史 の 概要

ホ 。 ピ％ 歴史を遡るな らば漏 院轣 史毓 れ か ら舗 腰 が あるで あろ う。しか し本稿

で は ，病院その もの の 歴史 の説明は除か ざるをえ な い 。 　　　　　　　　　　
’

　ホ ス ピ ス の起源は古代イ ン ド，エ ヂプ トにおける初期の 病院に遡る ことがで きる 。 しか し当

時 の 病院は ，今 日知 られ て い る治療 に重 きを置い た もの ではな く，む しろ
S“

や さ しい 愛情 の あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 個・
るケア

”
にあ っ たと見ちれて い る 。 そ こか ら考え られる こ とは，治療を 目的 とする現代 の病院

も，そ の 原型 は実は ケ ァ を 中心 と して い た と い う こ ．とで あ る 。 しか し古代 ギ リシ ア や ロ
ー

マ 時
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 u励

代 にお い て は T 温泉療法や水浴療法な ど医師の 指導によ っ て 適切な治療が施され ，む しろ現代

的な意 味で 病院の 萌芽が垣 間み られ た 。 しか しまだ ，ホ ス ピ ス の 原型 と目 しうる もの は現われ

て い なか っ た 。 ホ ス ピ ス の 理 念的な もの が現われ る に は ， ヨ
ー

ロ ッ
パ 中世 を待 たな けれ ばな ら

なか っ
・た 。

　周知の よ うに古代 ロ
ー

マ にキ リス ト教が伝え られて以辛1 迫害 と殉教 の摩史を経て ，キ リス
．

ト教社会体制が確立 しは じめ る 。 そ の なか で 教会 ，修道 院が設立 され ，病院もそれ らに付随 し

て開設 ・発 展する ことになる 。 特にホ ス ピ ス がやや明確に な っ て くるの は，修道院に おい て キ リ

ス ト教 的愛 の 精神に よる病入 へ の ケ ア が強調 され た と患わ れ る点に お い て で ある 。 特 に十字軍

の 時代 に ，「修道 院内に
“ Hospitia”

と呼ばれ る旅人や 巡 礼者達 に食物や 休息を与え る場所
』

　 　 　 　 　  

が 出現 した」 と言われ るよ うに ，当時．a）修道 院は 、病院の役割を担い つ つ ，薬の 調剤さえ も行

なわれて い た 。

’
しか し現代的意味で の 病院で は勿論な く，旅人や巡礼者が旅 に疲れ果そて 死 を

迎 え る旅人 や巡礼者に愛 とな ぐさ め の 精神を もっ て ，ケ ア を施す こ とをそ の使命 と して い た と

思われ る 。 まさに そ うした精神が ホ ス ピ ス の基本にあ る こ とを見喜れ る こ とはで きな い 。 ．

　 こ の よ うな キ リス ト教的精神 に端を発 した近代的な ホ ス ピ ス が ，19世紀半ば ，「ア イ ル ラ ン ド

の ダブ リ ン に慈善修道会の シ ス タ r
， メ ア リ ・ア イケ ン ヘ ッ ドを中心 に不治 の病人を集め看護

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 UT

と精神的に 癒 しを 目的 と して 建て られた」，とい われ．（
い る 。 現代の ホ ス ピ ス は、イギ リス の

ロ ン ドン ｝ζおい て 開花 した 。 1967年 に シ シ り一，ソ ン ダース 博士によ っ て 設立 された セ ン トク

リス トフ ァ
ーホ ズ ピ ス が それ で あ る 。 そ して その 後 ，ソ ン ダ

ー
ス 博士 の 仕事 ｝こ刺激され，ア メ リ

カ の エ ール 大学，ニ
ュ
ーヘ ブ ン 病院，そ して その 地域の 人々が中心 となり ， 1974年に ニ ュ

ー
ヘ ブ

。 ホズピ ス が甦 する姪 。 た の で あ譯

、

4． ホ ス ピ ス に お ける夕
一ミ ナ ル ケ ア に つ い て
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ホ・ス ピ ス 　 その 医療的法的諸問題 7

　ホ ス ピ ス ケ ア は ，まさ しくタ ーミナル ケア の 中心の 問題を提起す るもの で ある 。 患者が病院

に お ける治療 （キ ュ ア ）で 健康回復の 望み を失な っ た場合 に ，こ の末期患者 をい か に取扱 うか

の 問題が それで あ る 。 医療担当者は ，末期患者の 期待と希望に い か に対処す べ きか ， と い う切

実な課題 に 直面せ ざるをえな い わ けで あ る。そ の よ うな状況 の なか で ，ホ ス ピ ス ケ ア の 役割 は ，

す こ ぶ る重要な位置を占め て くると思われる 。

　 と こ ろ で タ
ー

ミナ ル ケ ア にお い て ，患 者 （本人）また は医師は ，以 下の 三 つ の 基 本的事項に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

注目 しなけれげな らな い 。 すな わち

　  どこ で死を迎 えるか と！
・うこと ，   病名および症状の 告知 をすべ きか否か とい うこ と， 

延命 の ため に全面的な努力を行な うべ きか ，あ る い は苦痛を取 り除 くこ と に主眼を置 くべ きか

とい うこ と 。

’

　そ れ で こ れ らの 事項に 関 して ，ホ ス ピ ス ケ ア に い か な る問題 が あ る の かを ，筆者 な りに考え

て みた い Q 　 、　　　　　　
「
　　　　 ．　　　　　

・

　第 1 点に つ い て は ，当然の こ とで あるが，ホ ス ピ ス に おい て死を迎え る こ とも1また ホ ー
ム

ケ ア と して 家庭に お い て 家族 に 見守 られ て 死を迎 え る こ と も句能で あ る。そ の 際 ，特 に ア メ リ

カ に お い て 展開されて い る訪問看護の 方式が考 え られ る。

　第 2 点に つ い て は ，ホス ピ ス で は ，末期患者 に対 して病名お よび症状を告知 し，患者が それ

を知 っ た うえ で ケ ア が な さ れ る の が 自然で あ る 。ただ し．、そ の告知 の 具体的な方法 は そ れ ぞ れ

の ケ
ー

ス に 応 じて 考慮 されな けれ ばならな い 。 医師の 診断に お ける判断が ，患者本人 の 人生観 ・

性格 ・育 っ た環境 ・社会的立場 ・教養 ・信仰の 問題等の 背景を考慮 して 告知 が な され ，そ の う

えで ケ ア が な されるこ とが望ましい とい え る 。 こ の よ うに ホ ス ピス で は，患者が病 名を知 っ て い

る こ とカミよ りよ い ケ ア に役立 つ と考え られる こ とか ら，告知が必須的な要件 とな っ て い るので

ある 。 と こ ろ で 末期患者 （特に 癌の 場合の ）が病名お よび症状を告知 され た場合 ，絶望感 に陥

り，
「
結果と して死を早める と言 っ た議論 もな されるか もしれな い 。しか し筆者は ，わが嚀の ホ

ス ピ ス を実 際に 見聞 して ，かな らず しもそ うで な い こ とを知 っ た 。 告知 され た後 の ケ ア の 在 り

方 （方法）に 配慮がなされ ，また人間的なケ ア がな されるな らば，告知はかな らず しも否定的

な要素を含む もの とは考 え られ な い の で ある 。 ア メ リカ で は ，こ の 告知は，わが国よ りもはる

かに 当然の こ ととして な されて し・るよ うで あ る 。 そ の 固有な文化 ・民族性 ・社会的宗教的背景

等 に基づ い て な され て い るか
「
らで あ り，ま距医療問題 が 訴訟社会 と い われ るほ ど法律問題 と な

るためでもある 。 とこ ろがわが 国で は ，こ の 告知 の 問題は ，現在あとこ ろ，かな り微妙な問題

と考え られて い る の が実情で ある 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 聖、

　第 3点に つ い て は，ホ ス ピ ス ケ ア の 場合 ，末期患者の 延命効果の 問題よ りも，身体的精神的

苦痛を い か に緩和 して ，、そ の残 こ され た生を いか に充実した もの に為すか に焦点が 罩かれる 。

すな わち生 の 質を高め る こ とにそ の 主 眼が ある と い え よ う 。 そ の ため の Pain　 contro1 の 最

善の 方法が 模索され て い る の で あ り
・
，限られた人生を有意義なもの にするため に

， そ の ケ ア に

全力が投入 されて い る の で あ る 。　　 　　　　　　 　　　　　　　 　
’

　 ア メ リカ の ホ ス ピ ス の プ ロ グラ ム は次の よ うに述 べ られて い る 。 すなわちホ ス ピ ス ケ ア の 狙

い は，「痛 み とそ の 他 の 症状 の コ ン トロ ール に あ り，そ れは い たず らに延命策 と して 人工 の 手

段 は用 い な い とい うこ と で す。治療 の 継続は ，ホ ス ピ ス の サ
ービ ス で は ，批判 され る要素で す

が，それは ホ ス ピ ズ の 目的の 焦点が 治療 とい うよ りも む しろ苦痛の一時の 緩和に あ るか らで

＼
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す 。 ホ ス ピ ス の プ ロ グラ ム を，末期患者 へ の そ の他の 取 り組 み と区別する の は ，サ ービ ス の 性
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

質 とそ こ に あ る理 念で あ っ て 建物な どの よ うな周囲の 環境で は あ りませ ん 1 と。 要する に いわ

ゆ る治療面 に それ ほ ど力を注が な い の が ホ ス ピ ス ケ ア で あ る．8 い う こ とに なろ う 。 しか し同時

に ，ア メ リカ の ホ ス ピ ス 協会 の 基準 の なかで ，適切 な治療を 目標 とし，また適切な 治療 こ そ ホ

ス ピ ス ケ ア の 最終目標で あると定義 されて い る の も事実で あ り，・「治療を しな い ホ ス ピ ス は存在
　 　 　   　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

しな い 」と言われて い るの も否定で ぎない 。 その 意味で は，ホ ス ピス は 「死の 家」
』
と い うイ メ ー．

ジで は な く，治療 を否定 しな い ホ ス ピ ス へ と進展 して い る よ う に 思 われ る 。 延命 の た め人工 的

手法 も併せ 用 い られて い るの で あ る 。
・わが国 の 聖隷ホ ス ピ ス にお い て もまた ，「死 の 受容がで

きる患者で も，や は り一 日 も長 く家族 と とも に 生 き・た い と切望 し，延命を願い ，で きるだ けの

治療的努力を続けて ほ し い と熱望 して い る 。 こ うした努力を 放棄 して 患者を見捨て る態度はど

う して もとれ な い 」 と語 られ て い る。筆者もまたそ うあ っ て ほ しい と願 う者 の
一人で あ る。

〔2｝ ア ル フ ォ ン ス ・デ
ー

ケ ン
，

メ ヂ カ ル フ レン ド社編集部 ， 叢書 「死へ の 準備教育」，A ・デ
ー

ケ ン，死

　を 考える ， 第 3 巻 ，
メ ヂ カ ル フ レ ン ド社 ， 昭和 61年 5 月 20日第

』
2．刷 ，

197〜208頁参照 。

  　シ ョ
ーペ ン ハ ウ ア

ー
，西尾幹二 訳 ，

「
「意志 として の 世界の 第 二 考察」，世界 の 名著，45巻 ，中央公論

　社，昭和55年 4 月20日初版，513頁参照。

〔4） パ ス カ ル ，前 田 陽
一

，由木康訳，「パ ン セ 」，世界の名著，29巻 ，中央公論社，昭和53年 7 月20日初

　版 ，155頁 参照 Q 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　
7

（5） ハ イ デ ガ ー，原佑 ，渡 辺二 郎 訳 ，「存在 と 時 間 」，世 界 の 名著 ，74巻 ，中央 公 論社 ，昭 和 55年 2 月20

　 日初版 ，395頁参照 。

〔6） 立川昭 二 ，病気の 社会史 一 文 明 に 探る病因
一 ，NHK ブッ ク ズ 152，昭和58年 5 月・2e日第 17刷，

　15頁〜16頁参照 。　　　　　　　　 、　　　　
．

｛7） 近年，癌で死亡する人 々 の数が 増加して い る こ と は周知 の 事実 で あ る 。 わが 国の 昭和60年 の 人 口 動態統

　計 に よれば ，
「
昭和59年よ り死 亡者数力亨，12，00p人増加し，752，000人 に な り，そ の な か で 癌死 亡者は188，

　000人 と な 6 て 死 因 中 第 1 位 で あ る。（昭 和 61年 6 月 27 日 ，毎 日 新 聞 朝 刊 に よ る ）。

　　な お ，癌 で倒れ た人 の 闘病記録 が 数多 く出版さ れ ，そ の 苦闘の 様子 は読 む者 の 心 を 痛 め ふ る わ せ る も

　 の が あ る。治ゆ の 医学的努力が払われ る べ き は勿論で あ る が ，治療の 方法 も模索 さ れ な け れ ば な らな い

　 と考 え られ るの で あ る 。

　　ち な み に
， わが国の 出版物 （初版の 年代順に ）と して 筆者が参考 に したの は次 の 通 りで ある。 高見順

　 「詩集死 の 淵 よ ．りjl講談社文庫 ，昭和 46年 7 月 1 日 ，朝山新
一

，「さ よ な らありが と う ， み ん な （癌

　と闘 っ た 夫妻 の 記録）」中公新書 ，昭和46年 2 月25日
， 岸本英夫 ，「死を見つ め る心 t ガ ン とた た か っ

　た十年間」，講談社文庫，昭和48年 3 月15日，原崎百子 ，「わが涙 よ，わが歌となれ」，新教出版社 ，19

　79年 （昭和54年） 3 月31日 ，井村和清，「飛 鳥へ ，そ しτま だ見 ぬ 子 へ 」，1洋伝社 ，昭和55年 5 月25 日 ，

　吉 岡 昭 正 ，「死 の 受 容 」，ガ ン と向き あ っ た365 日，毎 日新聞社 ，昭和55年 11月 30日
，

児 玉 隆也 ，「ガ ン 病棟

　の 98日」 ，新潮文庫，昭和 55年12月25日，松岡寿夫，「ガ ン 宣告」，講談社 ，
1981年 （昭和 56年）12月 8

　日，西川喜作，「輝や け我 が 命 の 日 々 よ 一 ガ ンを 宣告さ れ た精神科医の 1000日 一
」，新潮社，1982年

　 （昭和57年）10月ユ5日
， 大橋祥宏 ，

「林檎 の 夜
一

癌 ，友 だ ち の 戦記」， 知人館 、1984年 （昭和 59年） 4

　月10日．，雨宮育造 ，雨宮淑子著 ・編，「こ の
一

日を永遠 に ，
一

ガ ン 闘病 ホ ス ピス 日記
一

」，キ リス ト教

　新聞 社，1984年 （昭和59年） 8月22日 ，内村普 ，「死 よ何 と い うつ らさ 一 ガ ン ・痛哭 の ドキ ュ メ ン ト
ー−1

　北国出版社，昭和61年 7 月18El£ そ の 他癌死に 関する もの と L一て ，柳田邦夫，「ガ ン 50人 の 勇気」，文藝

　春秋，昭和56年 3月
11

日，柳田邦夫 ，「明 日｝こ刻む闘 い 一 ガ ン 回廊 か らの 報告 一
」文藝春秋 ，昭和

　56年 8 月 5 日，日野原重 明 ，
「死 を ど う生 き た か 」

， 中公 新書 ，昭和 58年 3 月25日，石井仁 ，「担癌者」，新

　潮社，1984年 （昭和59年
12

月 5 ・日），向井承子 ，「たた か い は い の ち果て るまで ，一 医師中新井邦夫 の 愛
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　の 実践 rJ
， 新潮社 ，．1984年 （昭和59年 7 月10日 ）， 塚本哲也 ，「ガ ン と戦 っ た 昭和史 （上

’・
下）

一
塚

　本寛甫 と医師た ちセ 」文藝春秋，昭和61年 4 月 1 日），朝日新聞特別取材斑 ，「ガ ン との 対決 」 （上 ・下），

　朝日新聞社 ， 昭和56年 5 月30日 （上），昭和56年11月30日 （下），庭瀬康二 ，「ガ ン 病棟の カ ル テ 」新潮社 ，

　昭和57年 2 月25日，抑田邦夫 、 「死 の 医学」へ の 序章」，新潮社，1986年 （昭和61年）12月 5 日な どがあ

　 る。

〔8｝ National　Hospice　Orgainzation発行のパ ン フ レ ッ トの The　Basice 　of　Hospice，1986に よ る。

（9） Interdisciplinary　team とは ，各専門分野 よ り成 る チ ーム ・ア プ ロ
ー

チ ，（注個 ，112頁）と訳 さ れ

　て い るが ，筆者は相互的専門的訓練チ
ーム と訳しt 。 こ れ に は ， 特別 に 訓練 され た健康 （health）専 門

　職，非医療専門職 ， 家族 メ ン バ ーとボ ラ ン テ ィ ア が含まれる 。 こ の チ
ーム は通常医師 に串っ て 指導され ，

　 1人また は それ以上の ナ
ー

ス ，ソ
ー

シ ャ ル ワ
ーカー，心理学科医者，物理 療法士 と牧師 を含む もの で あ

　る 。 ホ ス ピ ス コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ーは ，在宅 ，入院患者の い か な る状態 に 関 して も，すべ て の ホ ス ピ ス サ

ー

　ビ ス の 適切な調整を行 う責任を負う。また患者 ケ ア コ
ー

デ ィ
．
ネーターは ，ホ ス ピ ス チ ーム ・主治医 ・．患

　者 ・患者 の 家族等 の 間 の 密接な関係 を図 りつ つ 仕事をする （Hospice ： ltsconcept　and 　Legislative

　Development，　 september 　1982，　 at 　10．よ り訳す る ）。　　　
「
　　　　　　　　　　　　　　

’

　　な お
，
1978年に は全米ホ ス ピス 協会が法人化され，これ に よ っ て ホ ス ピス ケア プ ロ グラ ム 規範が採用

　され，そ の 規範 に合致す る プ ロ グ ラ ム を有す る ホ ス ピ ス が 認定 さ れ る こ とに な っ て い る。そ の 規範 は 次

　 の 22項 目か らな る 。 す な わち（1）適 切 な 治療 こ そ ，ホ ス ピ ス ケ ア の 最終目標で あ る 。 ｛2胎 癒 が もは や 不 可

　能 な場合は ，一時緩和的看護 が ，もっ とも適切 な ケ ア の形で あ る 。 13｝一時緩和的治療 は ，慢性 の 兆候や 、

　症状 に よ る苦 痛 の 防止 を 目 指す 。〔4）ホ ス ピ ス 入院 は ，患者 と そ の 家族の ニ
ー

ズ が あ る か ど うか ，彼 らが

　看護 の 要請を表明 した か ど うか ，に よ つ て 決 め る。  ホ ス ピ ス ・ケ ァ は専門家の 非専門家の サ
ー

ビ ス の

　混合で ある。  ホ ス ピ ス に お け る看護 で は ，患者とそ の 家族の 生活の ，あ らゆ る側面が治療に 関連 して ，

　有効 で あ る ，と考 え る。（7）ホ ス ピ ス ・ケ ア は 患者 とそ の 家族 の 信条をすべ て 尊重 し，彼 らの 個人的 ，哲

　学的 ， 倫理的 ， 宗教的要素 を満 たす ， 様々 な方策 を試け る 。   ホ ス ピ ス ・ケ ア は 絶え 間 な い 看護 で あ る。

　  ホ ス ピス ・ケア ・プ ロ グ ラ ム は患者 と家族をひ どま と め に して ，ケア の
一

単位 と考え る 。   患者 と家

　族は，，ホ ス ピ ス ・ケ ア
・チ ーム の 中心 的存在で あ る ，と考 え られて い る。（IDホ ス ピ ス 看護計画で は ，

』
家

　族 の なか に 看病 の 責任を負 っ て くれ る者 の い な い 患者 の 世話 を す る こ とが で き る 人々 を 見 い だ し，，配属

　し，監督 しようと努 め る。 働 ホ ス ピズ に よ る家taic対す るケ ア は ，患者の 死後も続く。 〔13）ホ ス ピズ は 年

　中無休。一
日24時間、1 週 7 日 間 の 看護 を受け られ る 。 働 ホ ス ピ ス ・ゲ ア は ，職域関 連的 な チ

ーム で 行

　な う。   ホ ス ピ ス ・プ ロ グ ラ ム は ，職員 を 支え る ，組織 的 ，非 公 式 の 手段 を与 え る。
』
U6）ホ ス ピ ス ・・プ ロ

　グラ ム は，全米 ホ ス ピス 協会 の 規範 と，患者 と家族 に対する 看護 の 組織を司 る適切 な 法律 と規制に従 う

　 もので あ る。a物ホ ス ピ ス ・プ ロ グ ラ ム の 活動は中央行政 の 調整 に従う。   絶望的な症状を コ ン トロ
ール

　す る最善 の 道 は
，

ホ ス ピス ・ケ ア の 本質 で ，職域関連 的 チ ーム に よ る，医 療 ，看 護 そ   他 の サービ ス を

　必要 とす る。   ホ ス ピス ・ケ ァ ・プ ロ グ ラム は つ ぎの職種を含む 。 〔a 職員全体の医療部長，｛b｝ケ ア チ
ー

　ム の
一

員として 職員 に 加 わ る 医師，回縣者の 担当医、（外来また は 主治医） と密接に 連絡を とりあう こ と 。

　  看護の 場所を決定す る フ ァ ク タ
ーと して

，
患 者 の ニ ーズ と好 み に基づ き

，
ホ ス ピ ス ・プ ロ グ ラ ム は ，

　入院看護 も在宅看護を行 う。   教育，トレ
“一

ニ ン グ，ホ ス ピ ス ・サ 「 ビ ス の 評砺は，．ホ ス ピス ・ケア ・

　 プ ロ グ ラ ム の 活 動 と して ，現 在進行中で ある 。？2）全患者 に つ い て ，精密 ，か っ 最 新 の 記録 が 保管 さ れ て

　 い る 。 （なお，こ の規範の 詳細に う い て は1 日本経済新聞社編 、「ドキ ュ メ ン ト，聖隷ホ ス ピ ス
，．昭和58

　年 4 月 1 日第 1 刷 ，
159頁〜162頁を参照された い 。 ）

　　 こ の 規範は，ホ ス ピ ス の 資格 ・目的を定 め る こ と に よ り ， 「ホ ス ピ ス に 名を借 りた不完全 ，不適切 な

　 施設 の氾 濫 を防ぎ ，連邦や州などか らの 補助金を獲得 しやす い 狙 い 」を もつ と言われて い る。（前掲書

　（7｝「がん との 対決 （下）」100頁参照）。

ao｝ 柏木哲夫 ，「生 と死 を支え る 一 ホ ス ピ ス ・ケ ア の 実践」，朝 日新聞社，1983年 5 月20日第 1 刷，

　4碩 参照・

｛11｝ 柏木哲夫，「臨死患者ケ ア の 理論 と実践 厂
一

死 にゅく患者 の 看護 一 」，
．
日本総研 出版 ，1982年12月，

、
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　15日第 1版 6刷 ，142頁参 照

U2｝ National　Hospice　Orgainzation，　 About 　Hospice，　 at　10．

a3）、ホ ス ピ ス の 語源は ，ラ テ ン語 （hospitiu
’
m ）の ホ ス ト （Host）客をもて な す主人また は ゲス ト （Guest ）

’

　客 に由来する もの で あり，「本来は旅人が憩 い の ため に 短 い 期間だけ滞在するコ ミ ュ ニ テ ィ を意味し，

　旅 ゆ く人 た ちが 補給や 休養 を した り，ま た ，こ の 人 々 を 世話 した りす る場所」 の こ とで あ る と言 わ れ る

　 （ビ ク ター＆ ロ
ーズ マ リ

ー・ゾル ザ，監訳 岡村昭彦，木村恵子訳，「ホ ス ピ ス ー 末期ガ ン 患者へ の 宣

　告 一
」，家の 光協会 1 昭和59年 2月 1 日第 2版 ，396頁参照。　　　

一

  　Marlene　Scham ，　 and 　Arnold　Schan ，　Hospices ：Medical　alld 　Legal　considerations ，1985，

　Cyril　H ．　 Wecht，　 Series　 editor ，　Legal　Medicine　1985，　 Praeger　publishers ，　 at 、301．

e5） Ke 皿 eth 　 P．　 Cohen 　 Ph．　 D ，　 MPH ．，斎藤武 ，柏木哲夫訳 ，ホ ス ピ ス
ー 末期医療 の 思 想 と方

　法
一一

医学書院 ，
1983年 8 月 1 日 第 1 豚 2 刷 ，

21頁参照 。

  　Kenneth　P ．　 Cohen ，斎藤武 ， 柏木哲夫 ・前掲書（15｝，
21頁参照 。

（17｝ 沖藤典子 ，平安 なれ命 の 終 り，
一

ホ ス ピス 病棟か らの 報告 ， 新潮社，昭和61年 7月 15日 第 6刷 ，．38頁

　参照。　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 ・

ll8） Barbars　Coleman，
　A 　Consurner　Guid　to　Hospice　care ，

　Natiorral　Consumers　League，　June

　1986，at　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

ag） 大井玄，ターミナ ル ゲア の 現状とあり方，ジ ュリス 増刊総合特集Na44，日本の 医療 一
ζれ か ら， 有

　斐閣 ，1986年 9月 25日 ，229頁参照 。 な お，その 内容 に つ い そは，デ レ ク ・．ドイ ル 編，一 季羽倭文子監

　訳 ，相原真 理 子訳 ，タ
ー

ミナ ル ・ケ ア
ー

イ ギ リス の ホ ス ピス ・ム
ー

ブ メ ン トに 学ぶ 一
，メ ヂ カ ル フ

　 レ ン ド社，昭和61年4 月14 日第11版を参照 された い 。

（20） シ シ リー・
ソ ン ダ

ー
ス 他編 ，岡村昭彦監駅， ホ ス ピス ケ アハ ン ドブ ッ ク ，家 の 光協会 t、昭和 59年 7月

　20日第 1 版 ，241頁参照。

  　原義雄，千原明，ホ ス ピ ス ・ケ ア
ー 看取 りの 医療へ の 提言

一
，メ ヂ カ ル フ レ ン ド社 ，昭和61年

　 ？月 26日第 1版第 5刷 ，78頁参照。

  　前掲書  ，76頁参照。

丶

皿　ホ ス ピス に お ける医 療と薬剤 師の 役割

望． ア メ リカに お けるホ ス ピ ス ケ ア の 基本

　前章で 述べ た よ うに ，ホ ス ピ ス ケア で は ，患者個人の 所 有物 ，例えば花 ，本 ，ペ ッ ト，家具

などをはじめ，家族 ある い は友人達をも常に身の 回 り
．
に お く事がで きる 。

．
患者達 はもはやそ の

人生をさ らに長引かせ る こ とは で きな い けれ ども，親切で 愛情に満ちた
一

定の ケ ア を受け る こ

とがで きる 。

　 ア メ リカ に おけるホ ス ピ ス は ，大む ね次 の 3 つ の 型で あ る 。

　（1） 末期症状の 患者に場所 を準備提供 し，他 の病院で の 治療行為に は抵触 しない よ うな全て

　　の 機能を持 つ ケ ア セ ン タ
ー

　〈2｝ 死 にゆ く患者及びそれ を看護す る家族を助けるため に病院内に設け られ た ホ ス ピ ス ケ ア

　　 チ
ー

ム によ るケ ア

　（3） 末期症状 の 患者及び そ の家族に医療の 保護 とカ ウ とセ リン グを行 う サ ポ
ー

トチ
ーム で ．

　　訪問や 電話や手紙な どで激励す るケ ア で ある 。

一
全米 ホ ス ピ ス 協会が出 したホ ス ピス の 定義によ れば ，こ れ らの ホ ズ ピ ス の働きは次のω ん 同

　 　 　 　 　 　 　 　 　 勘， 
の 4 項 に な る だ ろ う。
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ホ ス ピス 　そ の 医療的法的諸問題 11

　（の　医学的管理

　ホ ス ピ ス ICつ い て ，しば しば誤解 される こ との 1 うは，本ス ピ ス で は医学的管理 をほ とんど

行わな い
， と い う認識で ある 。

・歴史 的には こ の よ うな管理 が ほ とん ど行われ ず ， 末期の病人が

ただ静か に 死を迎 える よ うな援助の み で あ っ た 時期があ っ た 。 しか し近代で は，こ の管理 は必

要不可避な もの とな っ て い て
，

ホ ス ピ ス 内の メ デ ィ カ ル ・デ ィ レ ク タ ーに よ り， 専門的な患者

管理 が行われ て い る 。 したが っ て ，病状を知 るため に 必 要な諸検査 ，患者，家族の 希望に よる

輸液や輸血 ，さ らに は，抗癌剤などの 投与の よ うな医療が施 される 。 しか し，ホ ス ピス に おけ

る こ の よ うな医学的管理 は，全て ケア （Care）が中心 で あ っ て ，延命の みを 目指す治療 （Chre）

が 中心で は な い と い うことは ，最 も重要な点で あり，か つ 病 院にお ける医療行為 との は っ きり

した違い で ある こ とが 認識 されねばな らな い 。

　（u ） 看　　　護　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一

　近代ホ ス ピ ス の 中心はナ
ー

ろで あるとい っ て 渾言で はな い 。 ナ ： ス の 業務は実に 多様であ りt
’

か つ ホ ス ピ ス ナー
ス と して の 独特の 業務が ある 。

　　 i　 診療 に伴 う看霧 一回診介助 ，身体測定 ，投薬 ，注射 ，
．
採血 ，創傷の ガーゼ 交換，褥創

　　　処置，冷温罨法，吸引，IVH ノ？
一

トの 交換，浣腸 ，導尿な ど の
一

般的看護 。

　　ii 看護行動に 関す る行為一 ベ ッ ドサ イ ドで の 対話 ，バ イ タ ル サ イ ン ・ チ ェ ッ ク ，病状観

　　　察，患者の 安全へ の 援助 ，看護計画な どの 行為。

　　丗　 日常生活に対す る援助〒
ベ

ッ ドメ
ー

キ ン グ，シ
ー

ツ 交換 ，環境整備，体位変換 ，清拭 ，

　　　入浴介助 ，洗髪 ， 結髪，食事介助 ，排泄 の 援助 ， 歩行介助 な ど の 援助活動 。

　　iv　ホ ス ピ ス ナ ース と して の 独特の 活動

　　　傾聴 ：特に ホ ス ピ ス で は重要な点で ，ベ
ッ ドサ イ ド に座 り込ん で 聴くと い う態度が必 要

　　　　　　 とされ る。 　　
．
　　　　　　　 ’

　　　家族 の ケ ア ：患者 に対する と．同程度に必要で あ る。

　　　遺族の ケ デ ： ホ ス ピ ス で 亡 くな っ た患者 の遺族に対 して も，入 院時の 担当ナ
ー

ス が ，電

　　　　　　　　　話や手紙や訪問な どで 慰め る 。

　　　訪問看護 1 これに よ り一時退院が可能に なる患者 もあ り，患者が希望 し，家族にそ の受

　　　　　　　　入れ態勢 があれば，
』
自宅で死 を迎え るこ ともで きる。

　　　患者の 霊的ケ ア ニ ホ ス ピ ス へ 入院 した 患者で 信抑を求め る人々 に は ， 牧師と協力 して こ

　　　　　　　　　　　の ケ ア を行う。 特定の信仰を持たな くて も，
「
心 の やすらぎはケ ア に とう ．

　　　　　　　　　　 、て 大切で あ・る 。

　←A ） 相互的専門的訓 練チ
ーム （interdisciplinary．　team ）によるケ ア

　通常，
‘
医師，ナ

ー
ス ，薬剤師，牧師 ，ソーシ ャ ル ワ

ー
カー，栄養士 ，理学療法士 ，ボ ラ ン テ ィ

ア など一

定の ホ ス ピ ス 訓練を受 けた多 くの職種の人々 に よるケ ア チ
ーム に よ り支え られて い る 。

　（； ） 患者及び家族の ケア　　 　　 　　 　　 　　 　
’
　 　　 　

1
　 　　 　

「
　　

「

　
’
ホ ス ピ ス の 特徴は ，患者とそ の 家族を い ろい ろな方法で 支え る こ とで あ り，ス タ ッ フ と の 共

同社会 を形成す る こ とで ある 。 こ の 目的の ため に様々 な集いや会が持たれ る 。 筆者が訪問 した

ホ ス ピ ス で も，お茶会一
ホ ス ピ ス ロ ビー

で毎 日午後 2 時半か ら 1 時間持たれ ， お茶 とお菓子 で ，

患者 と家族 ，ス タ ッ フ が 話 し合い 励ま し合 う，交わ り会一 月に 1度行われ るホ ス ピ ス 全体の交

わ り会で ；映画を観た り ス タ ッ フ が歌を歌 っ た り，ケ
ー

キ と飲み物 ，果物が出る，特別 の 会一
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イ
ー

ス タ
ー

には映画 と宣教師の お話 ，ク リス マ ス に は ス タ ッ フ に よ る劇 ， 家族の 作品展な ど も

計画される ，などの ケ ア が行われて い た 。 こ の ケ ア の ために は、ス タ ッ フ 同志が常 に良 い コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン を保 っ こ とが肝要で ，そ の ための きめ細か なカ ン フ ァ レ ン ス が くり返 し行われる 。

　上 に述 べ たよ うに ，ホ ス ピ ス ケ ァ で は看護が主体で ある。 したが っ て 医師中心 の 病院に沿 っ

た型で の ホ ス ピ ス ケ ア で は ，医師側 とチ
ー

ム の 他の メ ン バ ー
，こ とにナ

ー
ス や薬剤師や ソ ーシ ャ

ル ワ
ー

カ r な どの 自覚 と努力が必要であ る。 ．ナ ー
ス 中心の ホ ス ピ ス を実現するため には ，医師

は従来の 医師像か ら脱却 して チ
ーム の メ ン バ ー，・特にナ

ー
ス と の話 し合い で 全て を決定す る シ

ス テ ム を造 り上 げなけれ ばな らな い
。

一
方で は ，チ ーム の メ ン バ ーの 十分な医学 t 看護 に 関ず

る知識を身に っ ける努力が必要とな り，この ため の 教育プ ロ グ ラ ム が多 くの 場合準備 され て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   〜  

2．　 ホ ス ピ ス ケ ア ・チ ーム

　　ホ ス ピ ス ケア はナ
ース が 中心の シ ス テ ム で ある こ とは述 べ た 。 しか し，多種多様な ニ

ー
ドを

持つ 末期患者と家族を支えて ゆ くため には ，ケア に当たる側が各専門分野を生か して チ
ーム を

組む必要が あ る 。 ホス ピ ス の チ ーム メ ン バ ーと して 次の よ うな 職種が
一
般的であ る 。 1）．医師

2）．ナー
ス 　3）．相互的専門1的訓練チ

ーム ー 後 述す るが ，こ の メ ン バ ー
へ ∂）薬剤師の 関与は ，

ホ ス ピ ス に よ り差が ある。また ，医師 ，ナ
ー

ス もこ の メ ン バ ー
とな っ て い る こ と も多 い 。 4）．

そ の 他 の メ ン バ ー
，ソ 「 シ ャ ル ワ

ー
カー，カ ウ ン セ ラ ー，牧師 ，薬剤師，理学療法士 ，作業療

法士 ，言語療法士 ，栄養士 ，ホ ーム ヘ ル パ ー，ボ ラ ン テ ィ ア な どで ある 。 ナ
ーズ に つ い て は述

べ た の で ，そめ他の メ ン バ ーに つ い て述 べ る と以下の よ うにな る 。

cm　
「
ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー

，ヵウ ン セ ラ
ー

　　ホ ス ピ ス に お ける ソ
ー

シ ャ ル ワ
ーカ ー

の 働きは 重要で あ る 。 仕事 の 内容は広 い 範囲に わ た る

が ，主 と して 患者 と家族 の 社会 ，心理 ，経済問題 に 関す る相談 に の る こ とであ る 。 家族間の 人

間関係 の 問題 ，経済的問題 ，職場の 問題 などが患者の 身体的苦痛よ り大きい位置を占め る こ と

、さえ ある 。 　　　　　 　　　
．

回　牧　　師

　　ホ ス ピ ス にお ける霊的 ケ ア は ，病名を知 っ て い る ，い な い にかか わ らず ，病状の 進行 と共 に

、患者は自分が重症で あり；死が近づ い て い る こ とを感 じは じめ ，死へ の恐れ，死後の世界なξ
・

　に つ い て ，共に祈 る こ とで ，感情的苦痛を緩和す るケ ア として必要で ある 。 しか し，こ の 点に

　つ い て ，本来キ リス ト教 を中心に発展 した欧米 の ホ ス ピ ス や わが国 で も
一部に 見 られ る ホ ス ピ

　ス で は特に問題 はな い と考え られ る が ，他の 様々 な宗教心を持 つ 人 ，あ る い は無信仰者 の 多
’
い

　わ が国で は ，信仰 の 自由と相ま っ て ， 1 つ の 課題に な るもの と思わ れ る 。 訪問 したiPが 国 の ホ

　ス ピ ス で は ，信仰の 制限は全 くな く，例えば朝の 礼拝 も自由参加 とな っ て い た 。 しか し，実際

　に は ，入院して後に洗礼を受 ける患者 も多い とい うこ とで あ る 。 こ の よ うな点か ら，例 えば，

一
仏教を霊的ケ ァ の 申心 とするよ うな ホ ス ピ ス が出現す る可能性 もあると思われる 。

　 囚　理学療法士 ，作業療法士，言語療法士
」
　 本質的に 患者の 病んで し｛る部分に ケ ア し，患者全体 とし て 健康だが弱 っ て い る部分の 回複を

　計る の が ホ ス ピ ス ケ ア の 目的であ る 。 体力が無 く，部屋 に閉 じ込もりで ある患者や寝 た き りに

　な っ て しま っ た患者が ，理 学療法士 たちの 働きで ，歩行訓 練や 機能回復に努め，ロ ビーなどヘ

　ー人で 出られ る よ うに な る 。 こ の結果 ，患者が少 くと も死 を迎え るまで ，独 自の 力で 出来る限
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りの こ とを行 い 得 ると い う希望 を抱 くこ とに な る。事実，寝たき りの状態で 入院 して 来た患者

が リハ ビ リテ
ー

シ ョ ン に努め，一人で 歩け るよ うにな っ た例 も少 くない 。

（＝ ） 栄　養　士

　患者の 多 くが食欲不振を来たす，あ る い は経 口探取が困難にな っ て くる 。 しか し，輝み の コ

ン トロ ール が完全 に な っ て くる と，患者の食欲 も増進 しそくる。したが っ て ，よ り体力の増進

を計 るた めには 、い か にして栄養を摂取するか ICかか っ て くるか ら、病院の 末期患 者の 病棟 と

同様に 、栄養士 ，調理士 の 能力が問わ れる 。 さらに ，ホ ス ピ ス で は病院 と異な り，家族が 自由

に患者に食事を調理 して あげる こ とが で きるよ うにな っ て い るの で ，そ の 相談に の る こ と も必

要で あ る 。

  　ボ ラ ン テ ィ ア 　　 ・　　　　　　　　　　　　
』
　　　　　　　　　

」

　ホ ス ピ ス ケ アはボ ラ ン テ ィ ア の力 に よる と こ ろが 非常に大きV 。 欧米諸国の よ うに ボ ラ ン ．ティ

ア 活動が常識で ある国民性 の もとで は ヂ 専門職 （医師，ナ
ー

ス ，薬剤師な ど）の ボ ラ ン テ ィ ア ・

もかな り多 く働い て い るが ，わが 国は こ の よ うな経験の 少な い 国民性で あ るために ，ボラ ン テ ィ

ア は少な い 上に ，専 ら非専門職で ，主婦の方々 が 多い 。 ボ ラ ン テ ィ ア の働 きも多方面 にわ たる。

．その主な もの は ，患者の 話 し相手，衣生活の援助 ， 病床の 整 とん ，入浴の 世話，清拭，シ ーッ　　　　　　　　　　　　　　 l

交換，配膳 ，下膳 ，食事の世話 ，フ ァ ミ リ
ー

キ ッ チ ン の整 とん ，タ オ ル 類の 準備 ，患者の 買い

物 ，．散歩の 付添 い な ど実に 多様で あ る。 ア メ リカ で は ，前述 の よ うに ，専門職の ボ ラ ン テ ィ ァ

も居て ，無収入で パ ー トタイ ム ある い は フ ル タ イ ム ボ ラ ン テ ィ ア と して ホ ス ピ ス ケ ア に あた っ

て い る。

（N 薬 剤　師
　 　 　 　 　 　 　 　 囲

　 1981年 ，ベ リーらは ，ホ ス ピ ス 協会に登録 されて い る ホ ス ピス か ら，75施設を選び ，薬剤師

の ホ ス ピ ス ケ ア チ
L ．

ム の メ ン バ ーとして の 係わ り合 い に つ い て 調査 した 。 最終的に 76％ （5ウホ

貞ビ ス ）の 回答を得た 。 しか し，そ の うち 9 ホ ス ピ ス の 回答はデ
ータ不足で集計か ら除外 した 。

表 1 はそ の 66雁設の 特質を示 して い る 。 また ，表 2 は施設 に おける薬剤師の有無に つ い て まと

あたもの で あ る 。

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 表 1 ．調査対象とな っ た施設 の 特質
’
（n 冨66）

 

施設 の 種類 No． ％

ケ ア の 対象患者

　外来患者の み

　入院患者 の み

　外来及び入院患者

登 録 種 　類

　 Skilled
　 Chronic、

　 General

　 Hospice

　そ の他 ．
　 1 う 以 上 の 登 録

　無回答

「

0833
　

2

2210145

　tt429

恥

D2

厂
0

5100

3315

．
2186

磁

Joni　I．　 Berry　et　al ．，　 Am ．　 J．　 Hosp ．　 Pharm ．
，（38）1010（1981）
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表 2 ．施 設 と 薬 剤 師 の 有 無

施設の種類

薬剤師 ・無 し

　（n ＝11）
Na　　．　 ％

薬剤師 ・有

（ntS37 ）

Na　　　 ％

業 務 の 種 類

　外来患者 の み

　入院患者の み

　外来及び入院患者

登　録 　種　類

　 Skilled

　 Chronic

　 General

　Hospice

　そ の他

　 1 つ 以上 の 登録

　無回答

疼痛評 価 ガ イ ド ラ イ ン

作 成

　薬剤師に よ る DI

0101

0001000　

　

　

　

　

　

1

ρ
04

1909

0009

、

OO
，

91

rO6「
Oq

δ

9rO31

　

1

2

ー

ハ
リ

Qり
4，

200

　

　

　

　

　

　

1

14

厂
0

「
01

り
0

尸
000

ρ
D415

厂
0

　

　

121

　

　
り

U

27　　 、　 73

35　　　 　 95

Joni　I．　 Berry　et 　aL ，　 Am ．　J．　Hosp．　Pharm ．，（38）1010（1981）

　48ホ ス ピ ス の うち37施設では ，専属の 薬剤師が居 り，薬剤 師が居ない 11施設め うちIO施設は

将来薬剤師業務を要求す る積 りで あ る と答えて い る 。 薬剤師の 業務時間に つ い て は，11ホ ス ピ

ス で は フ ル タイ ム
， 7 施設では パ ー

トタ．イ ム ，、19施設は回答 がなか っ た 。 報酬に つ い て の 調査

結果 は 、37施設の うち ，
13名の 薬剤師が そ の 果務 で 報酬を得 て い た が ，iP名は ボ ラ ン テ ィ ァ と

して 業務を 行 っ て い た。 こ の ボ ラ ン テ ィ ア として の 労働 は高率だ と考えられ る
ρ

「
68％ の 祭剤師

は ，主 と して ，ホ ス ピ ス コ ．ン サ ル タ ン トと して の 仕事に従事 して い る。 コ ン サ ル タ ン トの 役割

に つ い て は，回答 の 内容か らだ けで は明瞭 で はな い が ，医師や他の 薬剤師や ホ ス ピ ス ケ ア チ
ー

ム に 対 して 薬物 に 関する種々 の 問題 の ア ドバ イ ス を行 う こ と に ある と思われる 。

　表 2 の結果で ，2 つ の 群で 異 な っ て い るの は ，まず患 者の ケ ア の 型 であ る 。 数は少い けれど

も ， 薬剤師を持たな い ホ ス ピ ス の 91％ は外来患者の みを扱い ，そ れ とは対照的に ，薬剤師を持

つ ホ ス ピ ス の 51％ は外来患者め み ，14％は入院患者 の み ，
『
35％は両者をケ ア して い る こ とで あ

る。外来患 者の み の ホ ス ピ ス で 薬剤師の存在する率が低 い の は ，ホ ーム ケ ア が中心 とな 弓 て い

るためであ ると思われ，こ の 場合は ，後述するよ うに ，開局薬剤師が その 役割を果 た して い る 。

第 2 の 差異 は ，登録の 種類で ある 。 薬剤師を持 つ 24の ホ ス ピ ス は全て登録 されてい る。 ホ ス ピ

ス 協会 に登録 されて い る種類は表に 示 した通 りで あるが ，例 え ば ，コ ネチ カ ッ トの ホ ス ピ ス で

は f 登録薬剤師に よ る薬局業務 を持 っ て い る こ とが 条件とされ て い る ・ こ の 登 録権を得るため

1（は ， 組織的に運 営され る薬局業務 を実行 して い る こ とが必要 とされて い る 。

　施設に お ける他の特質 ，例えば， 1 日 の 1 患者当りの 薬 の 数，種類，疼痛や症状の 評 価 の た

め の ガ イ ド ラ イ ン の 有無 ，薬剤師 に よ る DI （医薬品情報）の 準備な ど で は 、各ホ ス ピ ス 間に
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有意差は認め られなか・
っ た 。 しか し，D王の 質に つ い て はか な りの 差が あ っ た 。 薬剤師を持 つ

ホ ス ピ ス 群で は，95％が 薬剤師か らDIを受 けて お り，一方 ，薬剤師を持 たな い 施設群で は ，

36％の みが薬剤師か らDIを受けて い た 。　　　　　　 ．　　　　　
．

表 3 は ，相互的専門的訓練チ ーム の メ ン バ ーとして 薬剤師が関与 して い るか ど うか の調査結

果で あ る 。 ホ ス ピ ス に協力 し て い る薬剤 師の 46％は ，
こ の チ

ー
ム の メ ン バ ーとな っ て い る 。 そ

　　　　　　　　　　　　 表 3 ，相互的専門的訓練チ ーム の メ ン バ ーと薬剤師

薬剤師を持っ て い る

No．

（n ＝37）

％

チーム メ ン バ ーと　　チーム メ ン バ ーと

　な っ て い る　 　　 　 な っ て い な い

　　（n ＝17）　　　　　　　　　　　（n ＝＝20）

　Na　　　 ％　　　　Na　　　 ％

施 設 の 種 類

　外来患者 の み 　　　　　　　　　　 19

　入院患者 の み 　　　　　　　　　　　5

　外来及び 入院患者　　　　　　　　　 13

薬 剤師 の 労 働

　 フ ル タ イ ム 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11

　 パ ートタ イ ム 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7

　有　　　　給　　　　　　　 　　　 13

　 ボ ラ ン テ ィ ア 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　10

　 コ ン サ ル タ ン ト 、　 　 　 　 　 　 　 　 25

1 日 1患者当りの薬物数

　　 0　　　　　　　　　　　　　　　　　 9

　 1〜3　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　10

　 4 〜7　　　　　　　　　　 15

　 8 〜10　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 2

薬 剤 師 業 務

　薬物療法 の 考察 と実雁　　　　　　　15

　訪　　　　問　　　　　　　　　　　2

　治療歴 の 葆管　　　　　　　　　　　 11

　 ホ ス ピ ス 内で の 業務教育　　　　　 26

　入院回診へ の 参画 ＊　　　　　　 6／18

ホ ス ピ ス に ，常時 ，薬の指示者 が 居 る　16

疼痛評価 の ガ イ ドライ ン を持つ 　　　　27

薬剤師の 関与

　 薬 の 指示 へ の 協力　　　　　　　　4 ／ 16

　 患者の 薬に対する教育　　　　　　　19

　 疼痛評価 ガ イ ドラ イ ン tt

　 作成へ の 参画　　　　　　　　　 9 ／27

　 DIス タ ッ フ の養成　　　　　　　　 35
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　特殊業務 と して ，回答を得た数に つ い て取り上げた 。

　 Joni　I．　Berry　et　a1．，　 Am ．　 J．　Hosp ．　 Pharm ．，（38）1010 （1981）
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の 55％は フ ル タイ ム で ，29％ はパ ー
トタイ ム で業務 を行 っ て い る。デ

ー
タは少な い けれ ども，

ホ ス ピ ス で 働い て い る薬剤 師が ケ ア に 費や して い る総時間 は多 く，チ
ー

ム の メ ン バ ーの 間で 高

い評価を得て お り，そ の 相互関係にお い て重要な要素とな っ て い る 。

一方 ，薬剤 師が こ の チ
ー

ム に 入 っ て い な い場合 ，75％の 薬剤師が、コ ン サ ル タ ン トとして の業務を担 っ て い る 。 も
’
ちう

ん ，チ
ーム メ ン バ ーとな っ て い る場合 も，薬剤師の コ ン サ ル タ ン トと して の 役割は大き く，59

％ を 占め て い る 。

　薬物 の 貯蔵 ，保管に 関す る考え 方や 取扱 い ，各患者に つ い て の 薬歴 の 作成 と保管 ，患者へ の

薬に つ い て の 教育 における薬剤師の 関与 ，また ，疼痛と症状の評価 に対するガ イ ドラ イ ン作成

にお け る薬剤師の 関与に つ い て の 調査結果で は ， 薬剤師を相互的専門的訓練チ
ー

ム の メ ン バ ー

と考え て い る施設で は，これ らの 役割に おい て 、薬剤師が重要な位置を占めて い る こ とが示 さ

れた 。 また ，薬剤師業務をよ り改善す るために ，さらに どの ような業務を薬剤 師に望むか ，
．
と

い う質問に対す る ホ ス ピ ス デ ィ レ ク タ ーの 回答 は ，多 くの 場合，教育 tDI そ して 研究領域 へ

の参画で あ っ た 。

　また ，ホ ス ピ ス ケ ア に対す る開局薬剤師の 関与が望 まれて お り，こ の ための教育 プ ロ グ ラ ム

の必要性が 示唆 された 。 つ まり，外来患者 は，必要 とする薬物治療上 の 種々 の 問題 を常 に持 っ

　　　　　　　　　　　　　　i

て い るため ，こ の 患者指導にお ける開局薬剤師の よ り強 い 関与が望まれる と い うこ とで あ る 。

一；一一般に ，薬剤師は，新薬 ，疼痛及び症状 の評価 ，薬物相互作用 に つ い て 〔D！情報源 として優れた

能力を持っ て い る と評価されて い る 。 したが っ て ，ホ ス ピ ス デ ィ レ ク タ ー達 は ，薬剤師が ，ホ

ス ピ ス の ナ ー
ス や医師達 と，も っ と親密に 関係 を持

’
っ て 働 く必要があると考 えて い る 。 他の ホ

ス ピス メ ン バ ー
に対する薬剤師業務の教育を行 い

， さ らに ，コ ン サ ル タ ン ト業務を よ り拡大す

る こ とが ， こ の 親密な人間関係 を確立 する こ と に な る と思 われ る 。
こ の 報告 の 最後 に，薬剤師

が疼痛 と症 状 コ ン トロ
ー

ル の 分野を受 け持 っ て ，ホ ス ピ ス の 研究部門に も っ と多 く参画 して 欲

しい と い う強 い要望が述 べ られて い る。 こ の 点は ，相互的専門的訓練 チ ーム の 中で ，薬剤 師が

中心的役割 を果 たす上で 重要な意味を持つ と考え られ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ， 

　ホ ス ピ ス ケ ア チ
ー

ム の メンづ
一

の 数につ い て は ， 各ホ ス ピ ス で様々 で あ る 。 例え ば 、
コ ネチ

カ ッ トホ ス ピ ス で は，44床で 全従業員は420名で あ る 。 そ の うち，150名が有給で ，残 りの 270

名は ボ ラ ン テ ィ ァ で ある 。 ナ ー文は84名 （正看42名 ，
1
准看21名，看護助手 21名）で あり，医師

6 名 （全て パ ー トタ イ ム ）で ある。病棟責任者 さえ もパ ー トタ イ ム で ，午 前中は ホ ス ピ ス 午後

は他の病院で 勤務 して い る 。 ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー 2名，牧師 （フ ル タイ ム 1 名，ボ ラ ン テ ィ ア

4 名），そ して薬剤師 2 名の メ ン バ ー
で ある。わが 国の ホ ス ピ ス の 例で は ，23床で 医師 3 名，

ナ
ー

ス 17名，ソーシ ャ ル ワ ーカ ー 1 名 ，牧師 1 名 ，理 学療法士 1 名，ボ ラ ン テ ィ ア 150名．（延

べ 人数）で ある 。 こ の よ うに ，一
般病院に比べ ，ケ ア メ ン バ ー

の 人数が対患者比で圧倒的に大

きい の が ホ ス ピ ス ケ ア の 特徴で あ る 。 また ，ケ ア メ ン バ ー
が病院 とは異な り，常に一定で ，人

が変わる こ とがな い こ と も大 きな特徴で あ る 。

・・3． ホ ス ピス ケ ア の 対象 と な る麟
畷

　 1978年 4 月 1 日〜1979年 3月31日ま で の 1 年間に ，イギ リス 、セ ン
「
トジ ョ セ ブ

・ホ ス ピ ス に

収容された 患者は，表 4 に 示す よ うで ある 。 男性で は気管支癌が多 く，全体の 27％を占め ，肺

実質癌は 12％ で ，両者で 男性患者の 4割近 くを占めて い る 。 女牲で は乳癌が 30％ と多い 。

・
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表 4 ，セ ン ト ジ ョ セ ブ ・ホ ス ピ ス の 年間 の 末期患者数 と 診断名、（51・2名）

診　断　名 男 ．性 女　姓 診　断　名 男　性 女　性

原発巣不明 の 腎　臓 6 1

carClnoma 一 27　・ 47 肝 　 臓 8 3

tosis（癌腫症） 肺 臓 31 （12％） 13

脳腫瘍 20 12 り ン パ 腺 2 2

白血病
　 1

一 3 口　腔 1 4

’ 食　道 3 2

癌の原発部位 卵　巣 一 5

膀　胱 11 4 膵　臟 9 5

骨 2 一 前立腺， 12 一

乳　房 尸 76 （30％） 直　腸 9 7

気管支 71 （27％） 7　・ 皮　膚 ・6 7

子宮頸部 一 10 胃 18 （7 ％） 15 （6 ％）

結　腸
』

12 12 喉　頭 ！6．
一

胆 の う 1 3 子宮体部
一 5

性　器 3 4

小、腸」 4 2 合　　　計 262　
』

250

柏木哲 夫 ，「ホ ス ピ ス を め ざ して 」，p．144 （1983）

　　　 表 5 ．主 な癌 の 全国罹患者数 と死亡 率

　　　　　（1975 （昭和 50）年厚 生省調べ ）

診断名 ・
全国の 年間

推定患者数

人 口 10万人

当 た りの り

患率

50 年　の

死　亡　率

3年生存率

　 （％）

胃 が ん 67
，
260 56．7 49，857 25，7

男
’ 42，107 η1．0 30，403 26．8

女 25，153 42．2 ・ 19
，
454 23．9

肺 が ん ． 18，359 15．2 14，759 8．7

男 13，438
　　　ド
22．3 10，711 7．4

女 4，921 8，2 4，048 12．O

乳 が ん 9，737 15ユ 3，262 66．5

子 宮が ん

115
，704 a7．1 6，075 62．6

　　　　　 柏木哲夫 ，
「ホ ス ピス をめ ざ して 」，p．144 て1983）

．表 5 に は，わが国 の 癌 の 発生頻度を示すが ，胃癌が多い 。 しか し，4 ギ ヴス の ホ ス ピ ス で は 7

％程度で
ts
国民性め差を示 して い る。また，先lc示 した ベ リ

ー
の報告で は ，ケ ア   対象とな っ

て い る疾病 に っ い て は，38施設が 末期癌で ある 。 他 の 疾病 に つ い て は，循環器系障害，慢性肺

疾患 ，末期腎不全 ，肝硬変な どで あ っ た 。 ホ ス ピ ス ケ アが，単に 末期癌の みで な く，難治性疾

患の 末期ケア として も機能 して い る こ とが示唆 され ，表 5 の 結果 とあ い ま っ て ，わ が国にお い

．：て も，今後 ，ホ ス ピ ス ケ ア の 必要性が高 くなる事 を示 して い る の で はな い だろ うか 。

Slti患者の年令層に っ い て は，表 6 及び表 7 に示すよ うに ，高令者が多い けれど も，50才以下の ，

・此較的若い 患者が か な り居る こ とに 着目しな ければな らな い
。 また ， 患者の 平均在院期簡が ，

　 ド
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表 6 ． セ ン トジ ョ セ ブ
。ホ ス ピ ス 、

　　 に 入院した 患者の 年齢 （1978〜79）

．表 7 ．淀川 キ リス ト教病院 の 入院患者

年　齢 男　性 女　性

21 − 30歳 1

31 − 40 2 2

41− 50 13 11

51− 60 41 41
’

61− 70 91 62
「

71− 80 87 75

81− 90 25 50

91− 100 2 9

合　計 262 250

総入院患 者数

入院患者平均年令

逝去考総数

平均在院日数

退 院者総数

再入院総数

290名 （男 143，女 147）

62．6才 （男62．7，女62，4）

221名 （男 112，女 109）

45滾日 （男31．7；女59．1）

　51名 （男 22
， 女 29）

　24名 （男　 7，女 1わ

1984年 4 月〜1986年 3 月の 2 年間の デ ータ

　　淀川 キ リス ト教病院 ホ ス ピ ス 資料

平均在院 日数　31日
柏木哲夫，「ホ ス ピ ス をめざして 」，p．145 （ユ983）

セ ン トジ ョ セ ブ ホ ス ピス でき1日 ，淀川 キ リス ト教病院ボ ス ピ象では45．2日 とい っ た短い もの で

ある こ とは，ケ ア め質の 高 さを必要 とす る こ とを示 して い る 。 、

4． ホ ス ピ ス にお ける治療

　既 に述べ た Siう に ．ホ ス ピ ス ケ ァ の 対象患者の ぼ と ん ど は ，末期寡病 ，特 に末期癌で あ り，

現代医学 の 力 を結集 して も，治 ゆ に 導 くこ とが で きな い と分 っ て い る状態 の 患者で ある 。 した

が っ て ，患者は実に様 々な症状を持 っ て い る 。

　本節で は ，これ らの ホ ス ピス 患者の 症状 コ ン トロ
ー

ル に つ い て 触れ，ホ ス ピ ス ケ ア にお い て

薬剤師が関与す る ，ある い は関与すべ き領域を明確 に したい 。 　　　　　　　　　　　 ・
　 　 　 　 　 　 　 　 ．　　　　　　　　　   ，臨 伽，嚠

　（a｝ 症状 コ ン ト ロ
ー

ル の
一般原 則

　　 i　 症 状 コ ン ト
「
ロ ール の 目的は 、症状の 緩和で あ っ て ，病気 の 治療で はな い 。

　　 ii 症状 コ ン トロ 「 ル の 一般的な あり方　　　　　　　　　　　　　　　　　
一

　　　a ． 一定の ケ ア を患者及び家族 に施す。

　　　b． 患者 （及び家族）の 症状は ，身体的 ，精神的及び社会的苦悩に よ り生 じる と い う認

　　　　識を持つ こ と。

　　　c． 薬物は手段の中心で ある が ，放射線照射 t 化学療法及び リハ ビ リ テ
ー

シ ョ ン の よ う

　　　　 な他 の 治療法 も，有効に利用で きる とい うこ とを理解 してお くこ と。

　　　d． 各症 状は独立 した問題 と して 認識すべ きで ，基 礎にあ る病気の 種々 の 過程の総和と

　　　　 して 現わ れて い る もの で は な い と理解すべ きである 。

　 表 8 は ，ホ ス ピ ス 患者が 訴えた症状で ある 。　　　 ’

　これ らの 患者の 苦痛の緩和と生命の質の 向上の ため には ，ボ ス
．
ビ ス は

一
般病院と同様 に 積極

的 に医療行為を行 う。 例え ば ，症状 コ ン トロ
ー

ル の た めの 医療は ， そ の 時々 の 患者 の 状態によ

りきめ細か く実行され る 。 ただ ，
’
こ の積極性 は

一般病院の 癌病棟 とは異 なり，治ゆへ の 積極性

で はな く，患者 の苦痛の 緩和 に向けて の 積極性で あ る 。 苦痛の 緩和が適切 に行われ な い と，患

者 は苦癌と闘う こ とに精力を使い果 た して しまい ，命 を縮 め る こ とに もな る 。 事実 ，病状が あ
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表 8 ．患者が訴え る症状

柏木哲夫1 「ホ ス ピス をめ ざして」，p．179 （1983）

る程度進行 した場合 ，治ゆへ の 医療行為を止め ，苦痛 の緩和 に徹す る方が ，結果的に は延命効
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

果が ある とい うことを多 くの 臨床家が報告 して い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 圏，  ，  ，翩
　（m ） 疼痛 の コ ン ト ロ ール

　ホ ス ピ ス は人生の 総決算の 場 とな る 。 しか し．表βに示 したよ うに 1 末期癌の痛 みは ，主た

る症状の 中で 最 も大 きな も の で あ り ， こ の 痛 みは患者の 生活 を全 て 奪 っ て しま う。痛み の コ ン

トロ
ー

ル が 適切で な ければ ，こ の 痛み と闘 うこ とで エ ネル ギ
ー

を消費して しまい
t 人生 の 終局

が ，単に こ の 闘い に終始 して しまう こ ξに な る 。 した が っ て ，ホ ス ピ ス ケ ア で は ，疼痛 コ ン ト

ロ
ー

ル は特に重要視され る。・

　　 i　 急性疼痛 と慢性疼痛 は，異な っ た性質を持 っ た異種 の もの で ある 。

　　　a ． 急性疼痛は ，通常短い 期間で ，診断の 基準と して 有用で あ る 。

　　　 b． 慢性疼痛は ， 絶え間がない 痛みで ，
“

痛 みか ら苦痛 へ の 持続
”

で ある 。 これは ，も

　　　　はや診断基準 として は価値が な い 。

　　　 c． 慢性疼痛 は，大 きな精神的要素を抱えて い て ，他の 要因に より様 々 な程 度に 影響を

　　　　受 け易 い 。

　　 ii 慢性疼痛の処置に お ける治療 目的

　　　　進行癌 に よ る疼痛 は ，本来慢性的 ，か つ 持続的で ある 。 痛みが い つ 終るか予測する こ

　　　 とは難 しく，軽減す る こ とは ほとん どな く，増強の 一途を招 く。 しか も，増強 した痛み

　　　は ，しばしば患者の 全神経を奪い孤立させ る 。 抑うつ ，心配 ，不安 ，精神的孤立，軽減

　　　 され な い他の 症状，そ して痛み 自体が，あ らゆ る痛み を増強させ る要因とな る 。

　　　 a ．
’
必要な らば，1 日中適当量 の薬物を与え て疼痛 の再発を防止す る 。

“

痛み の 記憶
”

　　　　を消すため には ， 例え ば，鎮痛剤 は通常 4 時間毎 に投与 され る 。 痛みが軽減す るまで ，

　　　　徐 々 に 量をふ や して い く。 また ，次回の 投与は 、前回投与 の 効果が切れる前に ，した

　　　　が っ て ， 患者が要求する前 に投与す る こ とが必要で ある 。 こ の 無痛覚 の適正な レ ベ ル
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　　　 を維持するた め に薬物量を急速 にふや す必要があ る場合は，他の 薬物を追加するか ，

　　　 他 の方法を考慮する 。 例えば ，痛みが骨転移に よ る もの で あれば 、抗豪症剤か放射線

　　　 療法を追加 し，神経圧迫に よ るもの で あれば ，フ ェ ノ ール ブ ロ ッ ク な どを考 え る 。

　　 b． しか し，患者が正常な反応を し，明る い 感覚を維持で き るよ うに ，疼痛 コ ン トロ
ー

　　　 ル に 必要な最少量か ら開始すべ きで ある 。

　　 c． 薬物は．経口 ， 直腸ある い は非経口投与な ど の う
』
ち ，患者に と っ て 最 も簡便な経路

　　　 で 与え る 。

以上が疼痛 コ ン トm 一
ル の 原則で ある 。 それで は ，こ の コ ン トロ

ー
ル は ，具体的 に ，ど の よ

うに実施 されるで あろ うか 。

軽度の痛み ：痛み は あるが苦痛ではな い 。

120

」

ア セ タ ミ ノ フ ェ ン　錠剤で 1 回 2 錠 （500mg ）　 4 時間毎
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （32，注 1）

ア セ タ ミノ フ ェ ン とデキ ス ト卩プ 『ポキ シ フ ェ ン の 併用

ア ス ピ 1
？ン または コ デ イ ン 錠剤で 1 回 2錠 （600mg または60mg ）　 4 時間毎

中程度の痛み ：痛み の た め に，家事や読書 の よ うな 日常 の 仕事か ら注意が そ らされ る 。

−

り臼

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （32，注 2 ）　　　　　　　
「
　　　　　　　　　　　　　 卩

シ ク リジ ン30皿 g と勃 ビ バ ノ ン 10mg の 併用　 4 時間毎

ラ。 ン プ トン カ クテ 、レ （ブ 。 ン プ ト ン ミクス チ ャ 璽騨
瞞

　 　 　 　 　   　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　
・
　 ・

ソ ン ダース に よ り1962年に発表 された ，モ ル ヒ ネ ，コ カ イ ン を主薬 としt ア ル コ
ー

ル

を加 えた水剤で あ る 。 ブ ロ ン プ ト ン カ ク テ ル の名称は ，イ ギ リス の 胸部疾患専門病院，

ブ ロ ン プ トン 病院の 外科医 ロ バ ーツ が混合液 を投与 し始め た こ とか ら名付 け られ た 。

　標 準 処 方

　 ソ ン ダL
ス が発 表 した時は ，へ ロ イ

．
ン と コ カ イ ン とジ ン の カ クテル で あ っ たが ，1973

年の B．P，（イギ リス薬局方）で は，次の よ うな内容 に変更 されて い る 。

塩 酸 コ カ イ ン

塩 酸 ヘ ロ イ ン

90％．エ タ ノ
ー

ル

シ 　 ロ 　 ッ 　 プ

ク ロ ロ ホ ル ム 水

1000mg

1000mg250ml250ml625ml

　しか し，そ の 後 ，ヘ ロ イ ととモ ル ヒ ネ の 対照試験が行 われ，ヘ ロ イ ン 対 モ ル ヒ ネが 1

対 1．5の 割 合で 用 い られ れば ，臨床的 に差が な い こ とが分 り，ヘ ロ イ ン に代 っ て モ ル ヒ

ネが 用い られ るよ うにな っ た。わ が国で は ，例えば ，東京病院方式が用い られて い る 。

　　  　主剤 （1、回量）

　　塩酸 モ ル 仁ネ （mg ）

　　塩酸 コ カ イ ン （皿 g）

  　矯味剤 （1回量）

　 a 　 ジ　　 　 ン （ml ）

　　　ワ　 イ　 ン （ml ）

　　　単 シ ロ ッ プ （皿 1）

　 b　 90％ エ タ ノ
ール （ml ）

3 以上

0 〜10

　あ
　

　

　

　

ヨ

〜

〜

2

〜

0
　

0
　

　

1
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　　　　　単 シ ロ ッ プ （mD 　　　　　 l

　　　 c 　レ モ ン 液 （m1 ）　 　 0．5

　　　　　単 シ 白 ッ プ （ml ）　 　 　 1

年令 ， 体重 ， 疼痛の 程度に 合わせ て ，
こ の 中で の 組み合せ 処方で 用 い る。

　代表 的処方例 （1 回分）

　　塩酸モ ル ヒ ネ　　　　　　　 10mg

　　塩酸 コ カ イ ン 　　　　　　　 5mg

　　 ワ　　イ　　 ン　　　　　　　　　 1m1

　　単 シ ロ ッ プ 　 　 　 　 　 2ml

　　　水　．　　　　　 、　　　 適量

全　　量 10ml

21

　　　通常の初回投与量は，モ ル ヒ ネ 5 〜10mg とする．こ とが多い が ，24〜48時間様子を観察 し、，

　　傾眠傾向や食事摂取量が障害された り，呼腹抑制が見 られ る時は減量す る 。
モ ル ヒ ネの 投

　　与量 は様々 で あるが ，、1 回451ngまで の増量 も報告 されて い る （塩酸 モ ル ヒ ネ極量 ，経 口
，

　　1 回20mg ，1 日60mg ）。 処方中の コ カ イ ン は t 患者 の気分を高揚させる と い われ て い る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ， 
　　が ，1973 年 ，トワ イ ク ロ ス ら に よ り，’評価試験が行 われ，コ カ イ ソ併用群で は ，投与開

　　始後に意識と活力に おい て ，わずかで あるが改善傾向が認め られた 。 しかし、ゴ カ イ ン

　　を中止 して も効果に 葦は認 め られなか っ た 。 これ らの 結果か ら，一定の 少量の ？カ イ ン

　　が与 え られ ると，数 日後 に は耐性が発現す る こ とが示 され，コ カ イ ン と モ ル ヒ ネの 併用

　　初期に は効果が あ るが ，後に は （5 日後）比麟的効果が な い ことが分 っ た 。 また老人で　
・

　　は ，こ の添加 に よ り，不穏 ，不安 ，興奮 ，錯乱 ，幻覚な どが 出現する こ とが 多 く
．
，コ カ

　　イ ン の 中止まで 続 くこ とが 分 っ た 。 した が っ て ，現在 コ カ イ ン は添加す る こ とは少 く1．
　　モ ル ヒ ネ ，ア ル コ r ル ，シ ロ ッ プか らな る カ クテ ル ．（例えば，マ ク ミラ ン ミク ス チ ャ

ー，

　　モ ル ヒ ネソ ル
ー

シ ョ ン の よ うな 、
モ ル とネ と制吐剤icウイ ス キ

ー
，ブ ラ ン デ ィ

ー
を加え

　　た もの ）が用い られて 来て い る。 矯 味剤の ア ル コ ール 類 とか レ モ ン 液は，本人の 好みや

　　状況 に応 じて 用 い る

’
。 例えば：口 内炎合併者で は レ モ ン 液を用 い たり，甘味に つ い て も，

「

　　患者の 好みに よ り調節す る必要が あ る 。
こ れ らの ブ ロ ン プ トン ミ ク ス チ ャ 厂 ，

モ ル ヒ ネ

　　カ ク テ ル は，い ずれ も長期 に 用い る こ とが可能で ，イ ギ リス で は 3 年間，わ が国で も，

　　
1 日315tn・の モ ノレ ヒ 糧 で ・　 275H 「e与の例 鱒 晧 されて い・る・ 簸漏

カ イ ン を除 く

　　こ とで ，嘱気が 出て 持続す るよ うで あれ ば ，デキ サ 7フ ェ タ ミン 5mg か ，メ チ ル フ ェ
ニ

　　デ
ー

ト13mgを 1 日 1〜 2回投与す る こ とで抑え る こ とがで きる 。

・． ・ ． ナ ゾ ・ ・ （‘躑
4’

・回 ・一・錠 ・時臨

　　本剤は有効で強力な鎮痛剤で ，錠 剤を好む患者に用 いる 。

強度の 痛 み ：痛みで 頭が い っ ぱい で あ る 。 内臓反射を伴 うこ とが あ る。

　　ブ ロ ン プ トン ミク ス チ ャ
ーを中心 に した強力な鎮痛薬が用い られ，通常 4 時間毎に投与

　する 。 近年 ，本来麻薬中毒の 治療薬 どして 開発された メ サ ドン が ，こ の 種の痛みの コ ン ト

　 ロ
ー

ル に併用 され るよ うに な っ た。特に
， 患者が死に 至 る数日前 に な り ， 昏睡 に陥入 り，

　経 口 投与が無理 に な っ た場合 ， 注射薬と して 投与 され る 。 しか し，メ サ ド ン に は蓄積作用

　が あ る の で ，長期投与 に は適 さな い 。
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　骨の痛み ：しば しば，痛み の 強 さが広 い範囲で 変化 し，患者 の 行動 に よ っ て 影響され る たφ，

　　非常に や っ か い な問題で ある 。 鎮痛剤 に抗炎症剤を併用する方法 が効果 的で ある こ とが

　　多い 。 ア ス ピ リン ，フ ェ
ニ ル ブタゾン ，イ ン ドメ タ ミ ン ，イ ブプ ロ フ ェ ン な どが用 い られ

　　て い る。 そ の 他，フ ェ ノ チ ア ジ ン 系薬物 ，ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン類を は じめ ，ス テ ロ イ ドホ ル

　　モ ン （例え ば，プ レ ドニ ゾロ ン 5 〜10mg 　 1 日 3 回）などの 投与は有効で ，モ ル ヒ ネ の必

　　要量を 減 らすこ とも出来 る 。 　　　　　　　 ・　　　　　 r

　以上述 べ た ブ ロ ン プ ト ン ミ ク ス チ ャ
ー

を中心 と した疼痛 コ ン ト ロ ール は ，図 1 に 示す よ うに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 偉  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・．

実御される こ とが多い 。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 　　一

　　 　　 　　　 　　 麻

　　　　　　　　　 棗
　　　　　　　　　 　鎮

　　　　　　　　　 痛

　　　　　　　　　 貍
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 射

　　　　　　　　　 図 1 ．疼痛 出現 とそ の対策
　　　　　　　　　　　　 ブ ロ ン プ トン ・カ ク テ ル 継続使用 例 （27例）

　　　　　　　　　　　　 柏木哲夫編 「ホス ピ ス と末期ケ ァ」，p．108（1983）

　モ ル ヒネ製剤を用 い る時の副作用 と対策 、

　まず，便秘 に対す る緩下剤 （例え ば酸化 マ グネ シ ウ ム ），吐気 ，嘔 吐に対す る制 吐剤 （例え

ば
’
T プ ロ ク ロ ル ペ ラ ジ ソ 、ウイ ン タ ミ ン ） の 併用を必 ず行 うべ きで あ る 。 傾眠，眠気に対 して

は メ チ ル フ ェ ニ デー トの 投与あ る い は モ ル

「
ヒ ネの 減量 を行 い ，幻 覚，

℃
幻聴が 出現 した時は コ カ

イ ン を中止 ，舌，咽頭粘膜の しびれ感 の ある時もコ カイ ン を 中止する こ とが必要で あ る 。 また ，

排尿困難 に対 して は，導尿ある い はエ ビ プ ロ ス タ ッ トを併 用す る 。 これ らの対策に よ り，副作

用を克服 しなが らモ ル ヒ ネ製剤を有効に用い る ことが で きる 。 そ の他，軽度で あるが ，ふ らふ

ら感 ，目がチ カチ カす る，呼吸数減少などの 副作用が認め られる こ とがある 。

　耐性 ， 依存性に つ い て

　現在まで ，経口摂取 した モ ル ヒ ネに よ る精神的依存性は，殆ん ど経験 されて い ない 。 肉体的

依存性 （投与中止 によ る禁断現 象）は ， 大量投与時 に急 に 中止すれば生 じる 可 能性 は ある が 、

漸減する こ とに よ り，依存性を生 じさせ ずに投与する こ とが可能で あ る。 こ れ らの 問題は ，患

者の 平均的在院期間を考慮すれば ，実際 の ケ ア で は特 に障害に なるとは考 え難 い 。 また ，患者

自身が ゴ ・ ン プ ト ン ミク ス チ ・
一

などが麻桑で あ る と知 ・ た輪 も 多 くは慮 者へ の 繝

で 十分に納得 し，服用拒否が起 きるこ とはな い と報告 されて い る。

　モ ル ヒネの 4 時間毎の 投与に つ い て

　多 くの専門家達は ，投与量，投与間隔を過少評価 し，麻薬の 作用を過大評価しがちで あるが ，

モ ル ヒ ネは短時間作用性の 薬物で あ る （図 2 ）。 経口 投与で は ，鎮痛効果 の 半減 期は 2 〜 4 時

間で あ り，こ れ は モ ル ヒ ネ の 血中濃度 と密接に 関係 して い る 。 モ ル ヒ ネ の 安全域は広 くな い た

め，投与後の 最高血中濃度と投与間隔が 重要で ある 。 つ ま り，そ の 血中濃度を、有効範囲内で

かつ 中毒濃度以下に維持す る必要が あ る （図 3 ）。
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1．5

　 1．O
鎮

痛

効

果 0・5

　 Q
　 　 　 　 　 1　 　　 2　　 　 3　　 　 4　 　　 5　 　　 6 ・

　　　 　　　　　　 時　 間

図 2 ．モ ル ヒ ネの 経 口 （P．0 ．）および筋肉内

　　 投与 （1．M 、）時の 時間 ，効果曲線
　　 Goodman 　L 　S　and 　Gilman　A ，

“The、
　　 pharmacological 　basis　of 　thera．peutics。
　　 U 、S．　 A （1980）

血

漿

濃

度

中毒域 〔3｝

有効 域  

経 口

　、

静注　 蜘 域 ω　　　　　　　 一

　　　　　　　 時　聞

図 3 ．経 口 および静注時 に おける血漿濃度時間曲線

　　 D ．W 、
｝
Vere，

“ Topics　in　therapeutics
　　　4

”
，London （1978）

血

漿

濃

度

事 ↓ ｛3）

脚

〔2｝

｛1）

時　　間

図 4 ．鎮痛効 果 を常 に r 定に推持す る た め に必 要 な

　　 間隔で投与

　　 D ドW 。Vere，
“
Topics 　in　therapeutiCs

　　　4”

，London （1978）

図 3 に 示すよ うに ，経口投与は静脈内投与 よ り安全で あ る 。 痛み の 発現 の な い こ とが最 も重要

な治療目的で ある とする と ，投与間隔は
一

定で な され る必要が あ る （図 4 ）。 投与間隔 に よ っ

て は ，鎮痛効果 を維持す る こ と揮で きな い場合が あ る こ とは ，フ ア ル マ コ キ ネ テ ィ ク ス 理 論か

ら明白で ある 。 したが っ て ，鎮痛効果を維持するために ，少 くとも 1 日 4 回
「
，多 くの 場合 1 日

5 〜 6 回必要で ある と考 え られて い る 。 末期患者の 疼痛緩和に対 して 「必要時投与」 とい う指

示は，非論理 的で役に立た な い ばか りで な く，不適切 な疼痛 コ ン トロ
ー

ル に至 らせ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ，臨 融

　疼痛 コ ン トロ ｝ ル の成果

　 イギ リス の ホ ス
・ビ ス にお ける結果で あるが s 表 9 に示 すよ うに ，年々 そ の効果は高 くな っ て

’
い る 。 同時 に ，患者の 精神的状況に つ い て も コ ン トロ ー

ル ・ケ ア の 効果が上 っ て い る Q
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表 9 ．症 状軽 快 の 年次変化 （％ ）

症 状 1975− 76年 1976− 77年
’

1977− 78年

痛　み

不　安

抑うつ

833429 874137 91
　　　 ．
4342

柏木哲夫，「ホ ス ピス を め ざ して 」，p．181 （1983）

しか し，こ の よ うな症 状 コ ン トロ
ー

ル の 成果 は ホ ス ピ ス ケ ア に特異的な もの であ ろ うか 。これ

に つ い て い くつ か の 研究が ある 。
パ ー

ク ス は ，患者が死亡時 にどの程度疼痛を持 っ て い たかを

調査 した 。 そ の結果 ，病院で は 10〜20％ ，開業医で は28％で あ っ た の に対
’
し，ホ ス ピ ス で は5

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　
一

％で あ っ た 。
ヒ ン ト ン は ，総合病院tt癌専門病院，自宅 ，ホ ス ピ ス の 4 つ の場所を取 り上げて ，

患者 の 痛み の レ ベ ル を チ ェ ッ ク した 。 そ の結果 ，痛みが最 も少なか っ ためはホ ス ピ ス で あ り，

次い で 総合病 院，癌専門病院 ，自宅 の 順で あ っ た。 こ の よケに ，ホ ス ピ ス ケ ア に よ り，疼痛 コ

ン トロ
ー

ル が充分に行われ得 る
、
こ とが示されて い る。筆者が訪問．した ホズ ピ ス で の ，余命わず

か 2 ケ月で ある と考え られ るあ る患者 の 「痛みが 消え るだ けで ，人生に喜び が生まれま した」
1

・とい う言葉は ，正 にホ ス ピ ス ケ ア に お ける疼痛 コ ン トロ
ー

ル   成果を裏付 けて い る 。 こ の よ う ．

な疼痛 コ ン トロ ール に は，疼痛の 評価が客観的に行 われ る こ とが望 ま し く，次の よ うな ペ イ ン
　 　 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚠

ス ケ ール を作成 して い る報告もあ る 。

図
’
5 ．　 ペ イ ン ス ケ

ー
ル

0 ……… な し ．
1 ……… 緩 和

2　
……

　 中程度 （不快 にする）

3 ．……・・
重 篤 （悩ます）

4　 ・…『…・　 非常に 重篤 （恐 ろ しい ）

5　 ………
　耐え られ な い （抵抗不可能）

John 　F ．　 Scott，　The ．Canadian 　J．　 of 　Hosp ．　Pharrn ，（32）163 （1979）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 關

  　末期患者の 他の症状とそ の 管理

　 1　 食欲不振 ：副賢皮質 ホ ル モ ン 剤が 用い られ る 。 プ レ ドニ ゾ ロ ン （2．5mg ） 1 回 2 錠

　　 1 日 3 回投与 。 ま た ， 食前 に ア ル 1 一ル や ワ イ ン な どを摂取す る こ と も良 い 。

　且　 吐気と嘔吐 ：モ ル ヒ ネ投与 に よ り生 じる もの と同様 で t そ．の 対策に用 い る薬物を投与

　　する。
』
また，メ トク ロ プ ラ ミ ドなどの 注射薬 も有効で ある。

　皿　 口 内乾燥 ：局所 の 放射線療法 ，多種薬物の 服用 ，脱水な どの 様々 な原因で 生 じる 。 少

　　量 ず つ 頻回に飲み物を与えた り、，砕い た氷を しゃ ぶ らせ るな どの 局所的方法で処置可能

　　 であ る 。　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　
T

　IV　しゃ っ くり ：メ トク ロ プ ラ ミ ド10mg の 経［コある い は筋肉内注射 ，ク ロ ル プ ロ マ ジ シ20

　　 mg の 経口 か筋肉内注射に よ る投与が行わ れ る 。
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　　v　呼吸困難 ：気管支拡張剤 t 粘液溶解剤な どの 他 ，サ ル ブタ モ
ー

ル 2 〜41ngt　 1 日 3回 ，

　　　あ る い はア ミノ フ ィ リ ン 坐薬 1〜 2個の 投与 ，副腎皮質 ホ ル モ ン剤 （プ しくドニ ゾ ロ ン ，、

　　　初回 10〜15mg ，1 日 3 回 ，維持量 5mg ，1 日 3 回）1抗生物質などが投与 される 。

　　vi 不安感 1 ジア ゼ パ ム 2 〜 5mg ，1 日 3 回 ，ク ロ ル プ ロ マ ジ ン 10〜25mg ，1 ・
日 4〜．6 回

　　　　の 投与 d

　　Vii 抑 うつ ： ア ミトリプ チ リ ン などの 三 環系抗 うつ 剤 を10〜25mg ，工 日 3 回用 い る 。

　　Viii不眠症 ：ニ ト ラゼ パ ム な どの 非バ ル ビ ツ レ ー ト剤や ，催眠剤 とク ロ ル プ ロ マ ジ ン など

　　　の 併用が効果的で ある 。

　　ix 浮腫 ： フ ロ セ ミ ドな ど の 利尿剤投与あ る い は導尿 な ど の 処 置 。

　　x 　か ゆみ ；抗 ヒ ス タ ミ ン剤 ，副腎皮質 ホ ル モ ン 剤な どゐ投与 ，胆汁 うつ 帯性 の か ゆみ1こ

　　　対 して は ，コ レ ス チ ラ ミン の 投与が行わ れ る 。　　　　　　　　　　　　　　　 −

　　xi 下痢 ： リン 酸 コ デ イ ン 15〜60mg ，1 母3 回投与。　
　
t／

　以上述べ た よ うに
’
，ホ ス ピ ス ケ ア で は疼痛 コ ン ト ロ

ー
ル の みな らず，他の 様々 な症状 コ ン ト

ロ
ー

ル に 多種類の 薬物を積極的に 用 い る 。 したがらて ，これ らの 薬剤の 調製，管理 は薬剤師に

よ り行われ な けれ ば な らな い 。

　目　疼痛 コ ン トロ ール の 他
．
の 方法

　現在用い られ て い る方法 は 、1）．放射線治療
’
2）．抗 癌 剤投与 　3）．手 術　4）．物理療 法 な

どで ある 。 こ れ らは ，様 々 な程度 で疼痛緩和に 薬物 に よ る コ ン ト ロ
ー

ル と併用 され効果をk げ

て い る 。 筆者は ，わが国の ホ ス ピ ス ケ ア の疼痛 コ ン ト ロ ール に ，東洋医学的手法 ，こ と に ，鍼

灸を取 り入れ る ことに大変興味を持 っ て い る 。 針麻酔 に よ る鎮痛効果は良 く知 られて い る事実

で あり，末期患者の疼痛 コ ン トロ ール へ の 応用は期待で きる もの と考え て い る 。 ま た ，ホ ス ピ

ス ケ ア の 患者で は ，経口摂取が困難に な っ た り ， 注射薬の 投与も限界があるため ，例えば坐剤 ，

粘膜 （例え ば，口腔ある い は鼻）へ の投与，あ るい は塗布薬，貼布薬など の剤形が必要とな る 。

剤形 に対する研究 ｝とっ い て は別に 述づるが ，こ の よ うな剤形へ の 漠方薬な どの 胚用 も考え て み

る こ とが 必要で あ ろう。

丶

  〜 冊

5、 薬剤 師 の 役割

、　　 2 節で ，ホ ス tiス ケ ア へ の薬剤師の 関与に つ い て ，ア メ リカた実例をと り述 べ た が ，わ が国

　　の ホ ス ピ ス で は ， まだ薬剤師はケ ア チ ーム と して 存在 して い な か っ た 。 これは ，わが国に おけ

　　る現医療保険制度下で ホ ス ピ ス を運 営する上で の 経済的理 由が 主た る原因セあ っ て 、わが 国 の

　　 ホ ス ピス IC薬剤師が不要で ある と い うこ とで はな い 。 事実 ．．い ずれ の ホ ス ピ ズ で も，ホ ス ピ ス

　　 に隣接する病院の薬剤師によ り全面 的に サ ポ ー トされて い る 。

　　　本節で は ，ア メ リカ の ホ ス ピ ス にお ける薬剤師の 活動を参考に して ，．薬剤師の 役割に つ い て

　　述べ る 。

　　　 ω　薬物 の 選択及び投与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1

　　　前節で述べ たよ うIC， 患者の 気分を最上に する こ とが ケア の 最大目的で
，

そ の 目的達成の た

　　 め に ，徹底 的な疼痛緩和 と随伴す る諸症 状の管理 が行 われ る。そ の ため に 用 い られ る薬物の 種

　　 類は非常に 多 い 。 薬剤師は，まず ，患者 に治療の 目的を明 らか に し，こ の 目的の ため に 多 くの

　　 薬物を用い る こ との 利益 ，不利益 を明確 に し，患者の 理解を深 め る こ とがで きる。そ して ，薬
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剤投与の た め の 調剤 ，製剤の 業務が ある。 こ れ は ，専 ら症 状 コ ン トロ ール の た め に必要で あ る

の で ，例 えば ，鎮痛剤の 種類や投与量 は 1 日の うちに何度 も変更され るか ら，随時，調剤され

る こ とが必要で ある 。 しか し，こ の 場合 ，多 くの 薬物 に つ い て ，薬物の有効性 ，治療上 類似 し

た薬物間の 効力差，毒性，他の 薬物や食物との 相互作用な どに対する薬理学的およ び フ ァ ル マ

コ キネテ ィ ク ス の 知識か ら ， 最適薬物を選択 し，投与量 を決定する能力を要求され る こ とに な

る。また，剤形選択の 問題 もあ る 。 前述 したよ うに ，ホ ス ピ ス ケ ア で は ，多 くの 場合 ，最 も簡

便 な経口剤が用い られる が ，患者の 状況が変 っ て くれば，こ の 剤形に よ る投与が不 可能 ICな り，

他の 有効で ，簡便 な剤形 が必要とな る。しか し，何種類 もの 剤形そ市販 されて い る薬物 は ，極

く限 られ て お り，ケ ア に必要な薬物全体か らは，ほ とんど無 い とい っ て も過言で はな い 。 した

が っ て ，薬剤師には，必要 に応 じて ，他の 剤形の調 製が要求され る ことにな る 。 しか し，こ の

よ うな製剤化は，全て の 薬物 に適用で きるわけで はな く，難問 となる こ とが多い 。 例え ば．
．
経

口吸収 に よ り薬効が得 られ る薬物で あ っ て も、直腸 吸収や 経皮吸 収で 有効 に 用 い 得 る とは限 ら

ず，特殊な工夫 （例え ば，吸収促進剤の 添加 ，基剤選択な ど）を必要とする こ とが多い 。 した

が っ て ，ホ ス ピ ス ケ ア で 用い られ る薬物に つ い て ，常 に こ の ような基礎的研究 の 必要があ り，

薬剤師が ，そ の 専門家 として 従事す る こ とが強 く望 まれ る。さ らに ，調製 され た薬物の 投与 IC
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l

つ い て も，最 も適 した投与時間，投与間隔は ，薬物 の 作用時間，剤形の持続時間などか ら決定

され な ければな らな い 。
つ まり，フ ァ ル マ コ キネテ ィ ク ス の 見地か らの検討が必要にな る 。 例

えば，1 週間 に 1度程度の 血液中濃度の測定や 日 々 の 尿中排泄量 な どか ら，患老の 薬物投与に

対す る コ ン トロ
ー

ル 状態 を推測 し，投与量 ，投与間隔を適切に 変更 し，薬物治療上の効果を最

大 に で きる はずで ある 。 また，患者 へ の 薬の 投与 も，薬剤師自身が行えば ，患者 の 状態 をよ り

把握で き ，薬物療法に係 る種 々 の 問題を早期に 見い 出 し，薬物療法の 質を高め る こ とが で きよ ．

う 。 こ の た め に は ，患者の 日 々 の状況を的確 に知 る こ とが必要で ，ア メ リカ の ホ ス ピ ス で は ，

毎朝，回診に薬剤 師が参画 して い る。 回診は医師 と婦長 と薬剤師の 3名に よ り行われて い て ，

患者の 症状 と薬物に っ い て ，一人一人の 患者毎 に検討 して い る。ホ ス ピ ス ケ ア で は，病 院にお

けるよ りも薬物治療上の 効果 ，こ と に 疼痛 コ ン トロ ール に お ける効果を常 に確認す る こ とが強

く求め られ る と考え られ る 。

　回　入院へ の コ ン サ ル タ ン ト

　これは地域薬剤師
’
（例 えば開局薬剤 師）に特徴 的な役割で ある 。 多 くの 患者達 （ホーム ケ ア

患者） と親 密で 長 い付き合 い の ある薬剤師は ，こ れ らの 患者の 中か ら，ホ ス ピ ス へ 入院すべ き

患者を選 び出す こ とがで きる 。 こ の 機能を果 たす こ とが ，薬剤師の 評価に もな る 。 地域薬剤師

は ，患者の 疾病や治療歴や家族関係に つ い て熟知 して い る の で ，ホ ス ピ ス ケ ア で の 患者 の ニ ー

ドを的確 に とらえ ，評価す ることが で きる 。 わが 国で は，現時点で は，開局薬剤師が こ の よ う

な役割を果 た し得るだけの ホ ス ピ ス が準備されて いないが ，将来 ， ホ ス ピ ス ケ ア が広 く実施 さ

れるよ うに なれ ば，あ る い は ホ ーム ケ ア が医瘴制度 の 中に 取 り入れ られるよ うになれば t プ ラ

イ マ リー・
ケ ア の一翼を担 っ て ，大きな役割を果 たす こ とが で きるで あろ う。

　   　薬物治療モ ニ タ リ ン グ　　　　　　　　　　　 、

　 ホ ス ピ ス 内外を問わ ず ，薬局 で は 患者の 薬物歴 （治療歴 ）が保管 されて お り，こ れがケ ア 上

の薬物治療評価に 役立 つ 。 こ とに，開局薬剤師は ，個 々 の 患者の薬物療法の 効果や 副作用を的

確に モ ニ タ ーで きる 。 回 で 述べ た よ うに ，患者の ス ク リ
ー

ニ ン グや非処方せ ん薬の 使用 にっ い
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て ，処方薬 との 組み合せで ，どの よ うに用いるか とい っ た指導 も行 うこ とが で きる 。 わが国で

も，開局薬剤師が患者カ ル テを持 つ よ うに な っ て来て お り，さ らに詳細な記録と して ， そ の 実

施が 開局薬剤師全体にゆ きわたれ ば，ホ ス ピ ス ケ ア へ の貢献度は高 い もの とな る に 違 い な い
。

　←＝ ｝ Drug 　Information活動 （DI 活動 ）

　　 i　 患 者及び家族へ の 薬物の 適正 使用の指導

　　　　末期疾病患者で は，新しい 痛みや症状が病気の症状と して 現われ ，病気の 拡大の 証拠

　　　と して 示 される 。 こ の コ ン ト ロ
ール に用 い られる 多

『
くの 薬物に つ い て ，患者 に可能性 の

　　　ある副作用を知らせ る こ とは ，む しろ ，心の平和を増強 し，情緒的に も安定な状態にさ

　　　せ る 。 例えば ，ある患者 は ，「鎮痛」が 殆んど即蒔的 に 生 じ る こ とを知 っ て い る 。 した

　　　が っ て 投与 した薬物の 効果が ，服用後 5 分程度で 作用 しなければ，薬物選択が失敗で あ

　　　る こ とにな る 。 患 者は ，．薬が作用する まで 待 つ べ き時間を あ・らか じめ知 らされ る必要が

　　　あ り，・また ，作用の 持続時間 ，つ まり，2 回目はい つ 服用すべ きなの か とい っ た問題に
層

　　　つ い て も，は っ き りと知 らされ て い る こ とが必要で あ る 。 多 くの 患 者は薬に疑問を抱 く。

　　　薬剤師は これに答え ，患者や家族が十分に 理 解する よ うに配慮すべ きで あ る 。 こ れ は ，

　　　ホ ス ピス ケ ア で 用い られ る薬物の みな らず 1
’

い わゆ る OTC 薬 （市販薬）で も同様 で あ

　　　る 。 こ の よ うな面か ら，ホ ス ピ ス ケ ア を受 ける患者 は ，常に同 じ薬局か ら必 要な薬を も

　　　 らうよ うにす べ きで ある と い え る g

　　 i1 ホ ス ピ ス ケ ア ・メ ン バ ーに対す る情報提供

　　　　医師及びナ ニ ス な どの 医療 チ ーム に対 して は ，薬物 の 薬理 作用 ，副作用 ，相互作用、，

　　　薬物選択に お ける問題点な ど，詳しい情報を常に準備 し提供で きるよ うにすべ きで ある 。

’

　　　 日々 ，時々刻々 変化す る患者 の 状態に対 して ，適切 なコ ン トロ
ー

ル を行 うために必要不

　　　可欠な業務で ある 。
．一方、ホ ス ピ ス ケ ア で は ，そ の 他の メ ン バ ー

，例えば，ソ
ー

シ ャ ル

　　　ワ
ー

カ
ー

，ボ ラ ン テ ィ ア の よ うな非専門的ケ ア メ ン バ ー
に対 して も t 薬物治療の効果，

　　　患者の 反応などを理解 して もらえ るよう，薬剤師が ，そ の ため の 情報を提供する と共IC，

　　　教育を担当すべ きで ある。こ の よ うな活動が ，他 の ス タ ッ フ との 関係をよ り深め ，よ り

　　　質の 高い 薬物 によ るケア を可能にすると思 われ る 。

　園 　薬物相互作用の ス ク り
一ニ ン グ

　ホ ス ピ ス ケ ア で は ，こ とに ，症 状 コ ン
’
トロ

ー
ル の ため に多種類 の 薬物を用 い るの で ，薬物聞

の 相互作用 ， 食物 との 相互作用など の 生 じる可能性が 高い 。 特に 、老人の 患者で はそ の 機会が

高い と考 え られ る 。 こ れ らの 相互作用は ，軽い不都合な症状 （例えば，胃症状 の ため に抗 コ リ

ン 剤を駅用 して い る患者 の 口渇）か ら強度の 不都合な症状 （例え ば，緑内障患者 に上記 の 目的

で 抗 コ リン剤を与え る）まで ，広い 範囲で生じる 。 したが っ て ，患者の 症状 コ ン ト m 一ル に 際

し生 じる相互作用を充分に 検討 し，これ らの不都合を防止す る ことは，適切な薬物の 選択 ，剤

形の 選択 ，投与量及び投与間隔の 決定に 大き く影響を与え ，薬 物に よ る コ ン トロ
ー

ル の 質をよ

り高 くする こ とにな る 。

　｛N 　薬物の 保管管理　　　　　　　　　　　　　
・
　　

一

　病院や薬局にお ける と同様 に ，使用す る薬物の 数量 ，．品質の 管理 ，保管上の 問題 とそ の処置

を考 えな けれ ばな らな い 。 、非麻薬性の 劇薬ばか りで な く，麻薬を多量に用い るか ら，そ の 管理

lCは十二分に対策が取 られ る必要 がある 。 また，ホ ス ピ ス に 入院す る患者ばか りで あれば ，問

L
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題 とはな り難い が ，ホ
ー

ム ケ ア が中心 にな ると，例 えば ，24時間サ
ー

ビ ス する薬局が無 い とい

う場合 ，こ とは重大で ある 。
つ まり，ホ ーム ケ ア の 患者が薬を適切な時間に 服用 する こ とが困

難 に な るか らで あ る。さ らに ，必要な薬物を十分に 薬局が保管 して い な ければ ，な お一層深刻

な問題 とな る 。 したが 5 で t 医薬分業を推進 しつ つ あ るわが 国で も，ホ ーム ケ ア を考慮 した上

で の ，薬局側の 何 らかの 組織化が必要 とな る の で は な い だろ うか 。

’

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　 （ト｝ 末期患者及び家族へ の カ ウ ン セ リン グ

　 ホ ス ピ ス ケ ア は ，患者 と同時に ，そ の家族 の ケ ア に も力が注がれる 。 ホ ス ピ ス 薬剤師は ，．こ

の 患者と家族に会 っ て ，家を訪問 した りする こ とで ， 患者や 家族が精神的な安定を得 る こ とに

寄与で きる。末期患者が最 も満足感を得に くい の は ， 精神的満足で ある 。 薬剤師 ， こ とに地域

薬剤師が訪問す る こ とは ，患者 の 精神的高揚 を もた らす 。 ま元 ，長年家族を知 っ て い る
「
よ うな

場合は ，健康管理 の 専門家として ，ある い は親 しい 隣人 と して認 識され，家族の 心 の 支え とな

　り得 う。こ の よ うなあ り方 は ，電話に よ るケ ア で も可能で ，ア メ リカで 1さこ の 方式 も多 い 。薬

剤師，ガー
リ
ーは，1 週 5 時間をホ ス ピス で 働い て い るが ，患者 に死を告 げるこ と以外 ，薬剤，

師が関与 しな い ケ ア は あ り得な い と述 べ て い る。薬剤師は ，患者及 び家族 に ，死 や死 にゆ くと

い う事に つ い て カ ウ ン セ リン．グしなければな らな炉 と報告 して 吟る 。　　
〜

　　こ の よ うな カ ウ ン セ リン グを行 うため には ，薬剤
．
師 自身が死 につ い て の 明確 な考 え方を持 っ

』’

て い る事，さら に t 末期患者 の 死 の 遍程 に つ い て の 知識を持 っ て い る必要がある 。 次 に述べ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 圃，閣

の は，そ の 死の 過程の 諸相で ．厂キ ュ ブラ
ー

ロ ス の 郊の 段階モ デ ル 」 と呼ばれ るもの で ある 。

　 重い病気に かか っ て い る患者が、心理的に ど の ような死を迎え るか とい うこ と に っ い て ，従

来，科学的研究の対象と して 避 け られ て い た 。 キ ュ ブラ
ー ロ ス は ，こ の よ うな 患者の死 に ゆ く

過程に つ い て ，1 つ の 臨床的研究の 成果を示し，患者 の 死 に 対す る理解 と死の 恐怖をどの よ う

に して和 らげるか とい う問 題 に つ い て ，具 体的に考え る手掛 りを提供した 。 死は複雑 な諸相を・

た どるか ら，キ ュ ブ ラ ーロ ス が症例研究か ら概念化 した死 の 過 程も，どの 死 にも当 て は まる も

の で はない が ，彼女が示唆 した一連の 遂次的な 5 つ の段階は ，死の 過程 に 1 つ の 輪郭を与え た

　もの と考え られる 。 こ の 5 っ の段階 は ，200名の 死 に 臨ん だ患 者 と面接 した結果か ら選 んだ死

の 過程を説明 した もの で あ る 。

　 第 1 段階 一 否認 （Denial）

　　こ の 段階で は，患者は 自身の 病気 の程度を排斥 した り、ある い は最小 に七 よ うとす る 。 した

が っ て ，ケ ア に携わる専門家が t 患者に事実 に直面する こ とを強要する と，患者 との 関係を打

　ち こわすこ とにな るかも知れな い 。 ある人 に と っ て は ，否認 は ，長期間自分をかば う最 良の行

為で あ るが ，多 くの 人々 に と っ て は ， 突然現われた荒廃 した場に 自身をさ らす ，極 く短い行為

　となる 。 こ の よ う に 「私に はそん なこ とはあ り得 ない 」 と，死を認 〜φよ うとは しない否認で あ

　る 。

一時的 な 臼己防衛と して 生 じるがや がて 徐々 に 死を受容 し始め る 。

　　第 2 段階
一 怒 り （Anger ）

　　
一
度宣告 され る と，多 くの 患者は理解 し難 い 怒 りを持 っ よ う に な る。こ の 怒 りは癌に集約 さ

 
れ るが，しば しば，他の ある こ とに向 けられ る こ と もある 。 例 えば，ある母親は ，い つ もと変

　らな い の に ，子供の ふ るま い に とて も厳 しくな る 。

1
あ る患者は ，ス タ ッ フ の 接触時閻が短い と

　い っ て批判 するよ うに なる 。 こ の よ うな怒 りは ，生産的で さえ あ り得る 。 ．ある時は 人々 を活性

　化 し，しば しば抑制され た感情を表に現れ させ る 。 こ の段階で は，常にケ アをする側が ，患者

L
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の 要求が何で あるかを具体的にする こ とが重要で ある 。 ヶア する側が t最 も良 い と感 じうこ と

が ，同時に患者の要求に
一

致すると とも多い r 死 の否認 が維持で きな くな る と，や が て 死 なな

けれ ば な らな い こ とに対 して 怒 っ た り，生き続 ける健康な人 々 を羨望 した り，恨んだ りするよ 、

うに なるの であ る。

　第鍛 階
一

取 り引き （Bergai・i・g）

　 こ の 段階で ，患者は 「もし，私 の 誕生 日 ，記念 日 ，娘の卒業式 な どを行 う こ とが で き る の な

ら，こ の条件を受け入れ ます」
』
など とい う。 こ れ は ，患 者が厳しい 予後の 現実に不本意な が ら

、取引 し始め たこ とを示して い る 。 こ の状態で ，薬剤師が患者 と接す る こ とは大きな意味がある 。

とい うの は t 多くの場合 ，
“

取 り引き
”

は薬物治療の 効果次第であ るか らで あ る 。 こ の よ うな

患者 と話す 時は ，
’
あまり楽観的や悲観的に な らない で ，真実 の 婆を維持 し，患者の 要隶を支持

する こ とが重 要で あ る 。
こ の 段階は ，

一
般に あ ま り知 られ て い な い が ，比 較的短時 間で ，．人々

や 神 に対 して 何 らか の 申 し出を して 約束する 。 約束が可能で あれば ，死 とい う出来事を避けた
’

い ，そ うで なければ，せ めて 痛みや 身体的不快の ない 状態が欲しい と願う 。

　 第 4 段 階 一 抑 うつ （Depression ）

　一度こ の 段階に 入ると，患者は死の 可能性を受 け入れる 。 そ して ，抑 うつ 状態が 自然の 反応

と して始ま る。全 て の 患者は ，安 心 ，支持 ，激励を必 要とす る。あ る臨床医達は ，この 段階の

患者は抗 うつ 剤治療で良 くな る と感 じて い る 。 他 の 医師達 は ，これ らの 薬物の使用 は実際 に感

情を抑制す るため ，働 く能力をな くする と感 じて い る 。

　 第 5 段階
一

受容 （Acceptance）　　　　　　　 ，

　 全て の 患者が こ の最終段階に到達す るわけで はな い が ，多 くは心 の平和 を感 じ，もはや ，自

分の 運命を 悲 しん だ り，取 り引きを した り，愛す る人々 か ら離れた りしな くな る 。 しば しば ，

自分 の 病気を，自分が進ん で ゆかねばな らない 1 つ の 状態と して 見 つ め，生 きる こ との 他 の 見

方を しよ うと決心す る 。 自分の 死 とい う運命 に対 して ，怒 りも抑 うつ も感 じない段階で，患者

は疲れて しま っ て e、 る 。

　 ガ ーリーは ，ホ ス ピ ス 活動を通 して ，ほ とん ど の 薬学生 達 及び病院の 薬剤師達 が ，死 の 過程

を感情的 に も知的 に も気づ かず，
’
死 にゆ く患者 とどう接す るか とい う訓練を受けて い な い と述

べ て い る 。
こ れ は ，わが 国 の 薬学教 育 に おい て も全 く同様 で

， 薬剤師教育 も含め て 考え る べ き

面で あろう 。

　   　ホ ス ピ ス ケ ア に求 め られる研究

　 疼痛緩和の た め の 薬物療法を中心 とした治療法の 開発 ，よ り新しぐ強力 な鎮痛薬の 検索 ，剤

形の 研究 ，投与量 ，投与間隔の 検討 ，副作用 の予防，相互作用の 回避な ど，ホ ス ピ ス ケ ア で は

多 くの 問題を抱え t しかも難問で あ る こ とが多い 。 薬剤師は ，こ の疼痛 コ ン ト ロ ール 領域に お

ける研究に寄与する こ とが強 く望まれ る』も
’
ちうん ，医師との 協力によ り実施する こと

’
で ，質

の 高い もの にな る。筆者は ，剤形開発と同時に ，モ ル ヒ ネ に代わ り得る鎮痛薬はあ り得 る と考
』
え て い る 。 また ，疼痛 コ ン ト ロ ール の 他の 手段 と して ，前述 したよ うな鍼灸やカイ ロ プ ラ ク テ

ィ ッ クの よ うな手法を取り入れ 筍こ とも考 えて み る必要性を感 じrい る 。 薬剤師が ，同時に鍼

、灸師 や カ イ ロ プ ラ ク テ ィ ッ ク施術者 と して ，疼痛 コ ／ トロ ール の研究を行 っ て もよ い の で は な

い だろ うか。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 伽 ，鰤
6． ホ ス ピ ス ケ ア におけ る薬 剤 師活動 及 び薬 剤師教 育 に つ い て の 問 題

　ホ ス ピス ケ ア で の薬剤師の 役割で もあるが ，薬剤師自身及 び他の 薬剤師の 教育は重要で ある 。

キ ュ ブ ラ ーロ ス の 死の段階の 知識が必要なこ とは前に 述べ た けれ ども，もちろん ， 癌の 積極的

及び維持治療 ， 疼痛及 び症状 コ ン トロ
ー

ル ，副作用及び相互作用な どの よ うな専門的知識の教

育 は い うまで もな い 。さ．らに ．ホ ス ピ ス の歴史 ，ケ ア の フ ィ ロ ソ フ ィ
ーや 機念 ，死 に対す る 近

代的な フ ィ ロ ソ フ ィ
ーな どの 教育訓練 も必要で ある 。 しか し，こ の よ うな範囲 の 問題は薬学 の

教育カ リキ ュ ラ ム ICは入 っ て は い な い 。 こ れ らの概念 を身 に つ けるため の効果的な方法の 1 つ

は ，ホ ス ピ ス で ，ボ ラ ン テ ィ ア 訓練を受けるこ とで ある。そ のための プロ グラム は，い ろい ろ

な ホ ス ピ ス に準備 されて い る 。 　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　 1

　 コ ミ ュ
ニ テ ィ

ー教育は ，薬剤師の み な らずホ ス ピ ス メ ン バ ー全て に必要で ある 。 教育に2 っ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も

の 目的で 行 われる 。 第 1 は ，ホ ス ピ ス コ ミュ
ニ テ ィ

ー
は，疼 痛と症状 コ ン ト．ロ ール 及び薬物使

用 とい うホ ス ピ ス 概念 に沿 っ て 造ちれて い る ，こ とを自覚させる こ と 。

一
般的な ホ ス ピ ス の 概

念は ，
こ れ を知る人によ っ て教え られ るが ，ホ ス ピ ス 患者の疼痛や症状 コ ン トロ ール に つ い て ，

薬剤師は特別な立場で教育をす べ き役割を持 っ て い る 。 多 くの 人 々 は ，た とえ適切な量 を用 い

てい て も，麻薬を用 い れば
“
しへ き

”

に恐れをなす。 こ れ らの 薬物 を用 い て 適切 な管理 をする

ことによ り，患者が可能な限 り人生を 送 り得 る好結果 をもた らす に違い ない ，とい う薬物療法

の 基本をメ ン バ ー
に教育す る立場にあ る 。 第 2 に は ，経済的にあ る い はボ ラ とテ ィ ア活動によ

り，
一

般社会が ホ ス ピ ス を支援す る こ とを促進す る こ とで ある 。 こ とに ，開局薬剤師の 協力を

得 る こ とは ，さ らに他の 教育効果を生む 。

−
地方で は薬局の 24時間サ

ービ ス が な い た めに ，ホ
ー

ム ケ ア 患 者が薬を服用で きな い こ と に っ い て は前に 述 べ た が ，十分な種類の 薬の 保管が なか っ

た り，開局薬剤師が ホ ス ピ ス ケ ア で どれ程多 くの 薬を用い る か を知 らな い 時に 問題が 生 じ る 。

つ ま り薬剤師が 処方せ ん を うめ つ くす程の 多種の 薬物 に木信を抱けば，患者や家族は ，なお一

層不信感を抱 ぐこ とに なる。 したが っ て ，薬剤師に 対 して 適切 な教育がなされれば，例えば 、

24時間体制 も，病院，薬局 な どの 薬剤師の 協力によ り解決 し，また ，麻薬を は じめ とす る多く

の 薬物に つ い て も相互 協力を得 る こ とが で き るよ うにな る 。 わが 国で も，ア メ リカ にお ける と

同様に ， ホ
ー

ム ケ ア が定着 して くれ ば大きな問題にな るに相違な い
。

　 わが国の 薬学教育 に 「臨床薬学」 の概念が取 り入れ られて かな りの年月を経 た 。 最後 に ，臨

床薬学を実践する の が 臨床薬剤師で あ る とい う仮定 に た っ て
、 現医療制度 の もとで の 活動とホ

ス ピ ス ケ ァに おける薬剤師活動の 関係 に つ い て 考察 した い 。

　医師法第17条に 「医師でな ければ医業をな しては な らな い ］；保健婦助産婦看護 婦法第31条

に 「看護婦で なければ，第 5 条 に規定す る業 をな して はな らない 」（第 5 条 「看護婦 とは ，傷

病者若 しくは じよ く婦に対す る療養上 の 世話又は診療の 補助をなす こ とを業 とする女子をい う」）

と規定 して い る 。 また ，あん 摩，マ ッ サ ージ指圧師、は り師，き ゅ う師に関する法律の 第 1条

「医師以外 の 者で ，あん摩 ，マ ッ サ ージ若 しくは指圧 ，は り又は きゅ うを業とする者 は ，それ ぞ

れの免許を受けなければな らな い 」 と規定して い る。したが っ て ，薬剤師は 「医業」，・F療養上の

世話」「診療の 補助」「施術」を行為 として行 っ て はな らない こ とになる 。 これを分 り易 く説明す

ると，例えば，肩 こ りで あれば，これを診察して消炎鎮痛剤を注射する ことは 「診療」で医師の業，
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は りを打つ の は 「施術」で は り師の 業 ， 孫が肩をたた くの は 厂放任行為」 として ，薬剤師も行

為 と して 行 っ て よ い こ とが らとな る 。

　
一

方 ，薬剤 師が 臨床の 場で ，そ の 職能を発揮す る こ とは ，第一義的に は 「調剤 に従事する」

とい う こ とで あ る。「調剤」 につ い て は近時 ，そ の 概 念が 拡大 され ，「処方せ ん監査」 に始ま

り 「服薬指導」まで を含む とい う説が一応認め られて い る 。 したが っ て ，臨床薬剤 師が進ん で

行 うべ き行為は調剤概念拡大説 に 沿 っ た調剤で ある とい え る 。
つ ま り，患者と の 関係に っ い て

い えば ’ 医師は対人的，直接的であるの に対 し，薬剤師は対物的，間接的で なけれ ばな らな い

こ とに なる 。 これは ，調剤 の 「服薬指導」に例を とれば，医師の 服薬指導 は医師法に 基づ き ，

診療の 際に ，そ の 薬物療法 の
一

環 と して 行うもの で ，治療行為の 一環で あ っ て 「対 人的服薬指

導」 と もい うべ き もの で あ る。一方，薬剤師が医師の 服薬指導 と同 じ意味の 服薬指導をす 筍こ

とは ，明 らかに医師法に 違反す る こ とに なる 。 っ ま り 「薬剤師の 服薬指導 は ，医師の それ と同

じ法 的性格の もの で ，医師を補助 した り，医師の 服 薬指導の 不足分を補うもの で あ る」 こ とは
’

な い 。 薬剤 師の それは 「対物的服薬指導」 ともい
．
うべ きもの で 「調剤」の一環に 入 るもの で あ

る 。

　 それで は ，臨床薬剤師と して デ あ る い はホヌ ピ ス ケ ア で の薬剤 師の役割 は ，「調 剤」 に と ど

ま り ， これ ま で ic述 べ て 来 た行為は行 い 得な い の で あろ うか 。

　 「医業」は医師の 独占業務で ある 。 しか し医行為の レ ベ ル に 達 しな い もの （例えば ，軽 医療）

あ る い は 代理治療 で な い もの （自己医療）は そ の 範囲 に入 らな い 。 ま た ，医療 の 社会的 ニ ー ド

は変遷 して 来て おり，高令化社会に 向 けて ，人口構造 と疾病構造 の 変化 に よ り s 患者 へ 還元さ

れる代理治療が増え て くる と考 え られ る 。 さ らに情報化社会で は，一
般大衆の 医学的知識 レ ベ

ル が向上 し ， 現在は医行為 とされて い る もの が ， 非医行為 とな っ て くる こ と も予測 され る 。 そ

して ，い わゆる 「包括医療」．と 「地域医療」 に み られ る医療法改正 に は，「保健」，「福祉」を

も含め た広義の 医療と，そ の 具体的方法 の 「地域医療」 は ，薬剤師が対物的位置か ら，も っ と

患者個人の 情報をふまえ た調剤へ と業務を拡大で き る こ とを示唆 して い る 。 医師の 独占業務か

ら解放され た分野お よび保健，福祉と して新規に医療に とりこ まれた分野は医師 も含めて ，全

て の 医療従事者の 進 出が期待 され ，また同時 に可 能とな る。ホ ス ピ ス ケ ア は ，正 に ，臨床薬剤

師が，これ らの 種 々 の 規定か ら脱却 して ，共に 医療従事者 としての 薬剤師の 職能を発揮で きる

医 療の場で あると考え られる 。 そ して ，薬剤師の あ り方 として ，例えば同時に ，緘灸師で あ っ

た り， 看護士で あ っ た り，カ イ ロ プ ラクテ ィ ッ ク施術士で あ っ た りする こ とが ， ホ ス ピ ス ケ ア

に と っ て は，よ り以上 の 役割を果 し得 る こ とにな るの で はな い だろ うか 。

  　Peter　P ．　 Lamy 　 and 　Bru ’
ce 　H ．　 Krug ，　 Sharing　 in　the　 Caring ： The　Pharmacist

’
s　Placθ

　in　Hospice，　tbe　Apothecary，（1985）a口 1〜16．

  　柏木哲夫，「死 に ゆ く患者 と家族へ の 援跡
一

ホ ス ピス ケ ア の 実際」，医学書院，1986年 5月 1H ，第

　 1刷。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　　　　 ．

  　柏木哲夫 ，
’
「ホ ス ピ ス を め ざ して 一 生を支え る ケ ア 」，医学書 院，1983年 11月 1 日，第 1 刷 。

  　Joni　L ．Berry，　Charles　C ．　Pulliam，　Stephen　M ．　Caiula，　and 　Fred　M ．　Eckel，　Pharma ．

　ceutical 　Services　in　Hospices，　A 皿 ．」．　Ho 昌p．　Pharm ．，（1981）38．　 at 　1010− 1014．

伽 Joni　1．　 Berry，　Pharmacy 　Services　in　Hospice　Organiz，ations ，　Hgspital　Formu1ary ，（1982），

　 at 　1333 − 1338，
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」

  　Gilbert 　Finkelstein ，　 The　 Hospice　 Concept ： Part 豆　Helping　 the　 Pati．ent ’s　 die　 with 　 di−

　 gnity ，．New 　Jersey　Joural　Qf 　Pharmacy ，（1985） at 　34⊥ 35．
29｝John 　F．　Scott，　The ．Pain　of 　pying，．The 　Ca ロadian 　Journal 　of 　Ho

，
spital 　Pharmacy ，（1979）

　 VQI 　32，　at 　163T168．

  　柏木哲雄編 ，
1
「現代 の エ ス プ リ・ホ ス ．ビ ス

．
と末期ケ ア 」，至文堂 ，昭和58年 4．月 1 日 ，第 1刷 。

〔31） Goodman ，　L．　S．　and 　Gi1皿 an ，　A ，
“The　pharrnacologieal 　basis　of　therapeutics ，

”6th 　editi−

　 on ， 506，　 Macmillau 　Publishing　CQ．　INC．
，
．　U ．　S．　A ．，1980　　

．

砌 　サ ン ドル ，ス トダー
ド著，高見安規子訳，「ホ ス ピ ス ム ーブ メ ）・rト」，時事通 信社，昭和 57年 6 月 1H 。

　 注 1　消炎鎮痛薬，．イ ギ リス 薬局 方で は ，塩 酸 デ キ ス トロ プ ロ ポ キ シ フ ェ ン と して ，ア メ リ
．
力薬局方 で

　　　．は ，塩酸 プ ロ ポキ シ フ ェ ン と して収載 されて い る 。 日本 で は市販されて い な い 。

．』
　　　

・

　注 2 ．鎮痛，鎮静催曝薬 ，イ ギ リ．ス 薬局方で塩酸 ジ ピパ ノ ン と して 収載さ
．
れてい る 。 日 本及び ア メ リカ

　　　 で は 入 手 で き な い。

　 注 3　 イ ギ リス 薬局 方 で は ，硫酸デ キ ス トロ ア ン フ ェ タ ミン と．して 収載 さ れて い る 。 ア メ リカ 薬局方 に

　　　 は ，り ン 酸塩及び硫酸塩が収載．さ れ て い る 。 日本薬局方 （7 局） に は硫酸ア ン フ ェ タ ミ ン （dl体）

　　　 として収載 さ れ て い た。同効薬として ジ 塩酸 メタ ン フ ェ タ ミ ン （ヒ ロ ポ ン （大 日本 ）） が あ る。　　　　　 ・

　
．
注 4　 麻．薬性鎮痛薬 イ ギ リス 薬局方に は ，臭化水素酸 フ ェ ナゾ シ ン と して 収載され て い る が ，日本及

　　　 び ア メ リカで は入手 で きな い 。

　注 5　麻薬性鎮痛薬 ，
イ ギ リ1及びア 〆リカ 薬局方 に は塩酸 メ サ ドン

．
として収載され て い る 。 母本で は

　　　 市販されて い な い 。　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　
・

’
〔33｝ J．Ken　Walters，　The　Pharmacist’s　Rqle　in．Counselirrg　HoSpiCe　Patients．and ．Thelr　Fa−
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馴　ア メ リカ で取得できる拉術者ライ セ ソ ス で あり ，
日本で は末だ 認 可 さ れ て い な い

。 現 状で は ，薬剤師，

　鍼灸師、接骨士などの ラ イ セ ン ス を持っ て い れば 、約 2年間の技術教育で 認定書が得られ る が 、あくま

　で も私的認定書で あ．る 。

・

　　　　　　　　　IV　ホ ス ピス にお ける 法 的諸 問 題 につ いて

　ホ ス ピ ス にお ける治療行為 （ホ ヌ ピ ス ケ ア ）が ，法的にみて 問題を包含 して い る の か ，また

ホ ス ピ ス ケ ア の サ
ービ ス （業 務） に は ，法的問題が存在 し得 る の か 。 こ れ ．らの 点 に つ き筆者な

りに考え る ζとを提示 した い と思 う。 　　　
」

　そ こで まず，これ らの 問題 に つ きア メ リカ に おい て 指摘 されて い る議論を参照 した い と考え

る Q

　すなわち次の 二 つ を主な検討課 題として 紹介 した い と思 う 。 そ の 第 1 は，「医師の 過失責任

と緩和ケア に お げる薬剤師の 過失責任」 の 問題で あ り t 第 21は 、「医師の 説 明義務 と患者の 同

意」 に つ い て の それで ある 。 そ の 際 ，筆者は 専らホ ス ピ ス 治療 における法的責任に焦点 を絞 り

た い と思、う Q

　1。 医師の 過失責任 と緩和 ケ ア に 蕁6 け る薬鄙師の 過失實 任に つ い て

　一般的 に 医師の 治療行為に おけ る法的責任 の 根極と して は、債務不履行責任 と不法行為責任

とがある 。 これは言 うまで もな く民事上の 責任 に属す るもの で ある 。 刑事責任対象 とな る場合

もあ りうるが ，本稿で は民事責任 ，特 に過失責任 に限定 して 論 じた い 。 まず簡単に債務不履 行

責任 （民法第41躁 ）にっ い て 定義すれば，それは 「契約 関係 にあ る者の 間に発生す る責任で

ある覧 され ，特・診麒 約晦 つ く債務碾 磧 任が医療照 淞 の 際・ 驩 とな る ． と ・

ろで こあ診療契約は 「医師に 要求 され る臨床医学上の 知識 ・技術を用 い て速やかに患者の疾病

の 原 因な い し病名を適確 に診断 した うえ ，適宜σt治療行為をなす と い う事務処理 を 目的 とする

契約で あり．特約の ない 限 り，良好 な結果の 達成 まで を債務の 内容を含む もの では ない と解 さ

れて い る」 もの であ る 。

　次に不法行為責任 とは ，「あ る 人が他人の 権利や 利益 を侵害 し他 人に 損害を与え た場合 に負
　 　 　 　 　 　 5M
う責任で ある」 とされる 。 そ して ，い わゆ る過失主義 （に 立 つ 不法行為責任） とは ，「故意 過
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失に基い て他人に損害 を与えた場合に の み加害者が損害賠償責任を負 うとい う立法上の 主義で

あっ て ，加害者に過失がな くて も，加害者の行為によ っ て 損害が発生した と い う関係が あれば，

それ だ汐で 損害賠償責任が発生するとい う無過失責任主義に対する もの である」とされて い る 。

　周知の よ う に ，わが国の 民法第709条は ，「故意又 ハ 過失 二 因 リテ 他人 ノ 権利 ヲ 侵害 シ タ ル

者ハ 之 二 因 リテ 生 シ タ ル 損害 ヲ 賠償 ス ル 責 二 任 ス 」と規定 して い る 。 すなわち，こ の 規定 に よ

れば ，不法行為の成立条件は，  故意ま たは過失，（2）権利侵害な い しは違法性，（3）｝fi害の 発生，

（4）因果関係 の 四 っ で ある。，した が っ て こ の不法行為責任 は，原則 として故意または過失がなけ

れば成立せ ず ，自己の 行為に過失がある こ とを根拠と して ，自己の行為に つ い て のみ責任を負

う，と い うもの で ある 。 と こ ろで 自己の 行為の 過朱と は ，通 説で は ，「違法な結果 を予見す べ

きで ある に もかかわ らず不注意の ため に これを予見 しない とい う心理状態 （内心の 状態）であ
　 鬪

る」 と定義付 られ，結果予見義務 と結果回避義務か ら成る 。 したが っ て こ の 意 味で の 注意 義務

違反 と結果の 発生の 間に通常考 えられ る因果関係 （相当因果関係）が認め られれば過失責任が

成立 する こ ととな る鯉こ の よ うに考え ると，過失責任には過失認定の 前提 として注意義務 の 存

在が必要で あ り、そ の注意義務 に もと る こ と に よ り結果の 発生 を招来 さ せ た場合に 責任を問わ

れ るこ とに なる の で ある 。

　そ こ で 、医師の 過失責任 にお
1
ける注意義務の 基準に つ い て 考え て みた い 。

　一般的に は ，医師の 注意義務 の基準は ，「医療水準論」 に 基づ い て 判断 され る こ とに な る 。

こ の 医療水準論 の 基準にっ い て は ，種々 模索 されて い て ，か な らず しも内容的に統一
されて い

るわ け で は な く，い まだ解決されて い な い 問題 も含ま れて い る 。 そ して 現時点で は ，「医師に

は ，有効性 と安全性 とが検証 ・ 是認 された最初の 医学知識 ・ 技術を可能な かぎり修得す べ き義

務 （研鑽義務），お よび ，それ らの 最新 の 知識 ・技術 の 存在 の 認識 は可能 で あるが，みず か ら

は それを十分に は実施で きな い 場合に は，患者を適切な医療機関へ 転送する，またはそ こ へ 転

医す るよ う説明 ・勧告す べ き義務 （転送義務な い し転医勧告義務）が強調 ・承認 されて きた」

と説かれて い る程度に過 ぎない 。 で は こ うした医療水準論が主張す る医療義務か ら出発 した場

合 ，医師に は どの ような注意義務が課せ られて い る とみ るべ ぎか 。 さ らに 引用を続 けるな ら，

それ は ，「平均的医師に そ の 当時一般 に知 られ ，かつ ，是認 されて い る医学 ，すなわち 厂一般

に認 め られた医学上の原則」で あり，また 、医療過誤 は医学が患者の治療に応用 される過程で

発生する もの で ある か ら，一般的に は 当時の 臨床医学 の水準を基準 として 判断され るべ きで あ

る 」 とみ られる こ とにな る。す なわちそ こ で は医師の
一般的慣行が基準とされて い る と言えよ

う 。 しか し こ の基準は ，い わ ゆる 「医学水準」 と い う概念 とは必ず しも同
一

で はな い 。 こ の 医

学水準 とい う言葉 は，医学が学問的 に 到達 しえた高 い水準を示す もの であ っ て ，高度な専門病

院や大病院 にお い て はそ の 水準を満た すか もしれな い 。 しか し こ の水準を辺鄙 な土地の 病院の

医師に要求す るの は無理 で あろ う。 したが っ て ，医師の 注意義務の基準 として は，こ の 「医学

水準」は適 当で はな く，「医療水準」 が そ の 基準とな らな け れ ばな らな い 。言 い か え る な
．
ら，

あ る医師の 行為に つ き、こ の 「医学水準」が ，達 成 され て い な い か らと の 理 由で 、直ち に そ の

治療行為を注意義務違反 とするわけに はい かない の で ある 。 た とえば，都会の 医師の よ うに医

学知識の 入手が容易な立場 にある者に つ い て は ，注意義務違反 に な りうる行為で あ っ て も，最

新の 医学知 識の 入手が困難で あ り医療設備 も不足勝ちな辺郡な土地の 医師に対 して は ，これを

過失ある行為とは判定 しえな い で あろ う。
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　以上 ，医師の 過失責任 につ い て概観 したの であ るが ，で は ，本稿 の 目的で あるホ ス ピ ス の 医

師に つ い て は ，ど の よ うな過失責任 の 問題が あるの で あろ うか 。

一般的な病院が ，治療行為を

黝 と して い る の と異 な り挿 ス ピ

螽
で 1ま治療よ りもケ ア が中心 で ある ・ したが ・ て ・そ こ で

は過失責任 の 問題 は本質的に少な い
， と考え られ な くもな い

。
．しか しなが ら，ケ ア を中心 とす

る とい う こ とは ，治療行為を避 けて 末期患者を単に放 置 して おけばよ い と い う もの で は な い
。

ホ ス ピ ス ケ ア icは，たとえ ば末期患者をその 身体的苦痛か ら解放する と い う重要な役割 （緩湘

ケ ア ）が 許 され て い る 。 元 しか に ，こ の 緩和ケ ァは 、患者に 対す る延命効果よ りも t 患者をそ

の 肉体的苦痛か ら解放 し，さらには精神的安らぎを与 え る ことを主 眼と して い る 。 しか しその

際 ，物理的機械的加療が必要 とされ うる、こ とも否定で きない の で ある。あるい は また ，痛みか

らの 解放の ため に は，薬剤 の投与が適切 になされる こ とも必要 とな るで あろ う。 と こ ろ で 薬剤

に関 して は ，ケ ア の ため の 薬剤 の 内容及び投与方法 に つ き，すで に検討 された通 りで ある 。 前

述 （M − 4．5）。

　さて ，こ の よ うな前提に立つ と きホ ス ピ ス に携わる医師 に関 して 法的責任の 問題が起 こ りう

る こ と に な る が ，同様に緩和 ケ ア に 係わ る薬剤師に つ い て もこ れを否定で きな い の で はな い で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 as51
あろ うか 。 で は末期患者が ，薬剤師から投与 され て ，痛み か ら解放され る場合 ，こ の 薬剤師に

は い か な る法的責任の 問題が 起 こ りうるの で あろ うか 。 筆者は，薬剤師 の 役割を分類 しつ つ ，

こり点を考察 したい と思 う。

　そ こ で 薬剤師の 役割 を分類す る と
．
，お およ そ次の よ うに な るで あ ろ う。

　 1
’
． 末期患者 へ の 苦痛緩和の ため の 薬剤の 調剤

　 2． 末期患者 へ の薬剤 の 調製

　 3． 薬剤の 投与量 の 適切性

　 4． 末期患者 へ の薬 に関す るア ドバ イ ス

　ホ ス ピ ス ケ ア にお ける薬剤師の 役割を こ の よ うに分類 して み ると，当然の こ となが ら，それ

ら各々 の業務 に関 して 一定の 注意義務が課せ られて い る と考 え ざる をえ な い 。 そ して こ の 注意

義務 こ そ ，薬剤師の 過失責任 の 問題 を論ずる前堤 とな る。す なわ ち薬剤師には次の よ うな注意

義務が求め られ るの で ある 。   調剤 に 関 して ，薬剤 の成分を正 しく把握 し，調剤を正 しく行 っ

て 誤量 を避 ける等の 注意義務口  薬剤の調製 （製剤）行為に つ い て は ．不純物の 混合を避ける

など の 注意義務 ，特 に末期患者に対 して ，投与量等 の不適切 さの ゆえ に不当に死を生ぜ しめな

い ため の注意義務岬  薬に関する必要かっ 十分なア ドバ イ ス を行な つ注意義務 ，の 四 つ で ある 。

そ して 薬剤 師が これ らの 注意義務を欠 く場合に ，注意義務違反 に よ る過失責任の 問題を生 じて
1

くると考え られる 。

一般的医療行為に おい て は，治 ゆが目的 とされて い る こ とか ら，薬剤師の

　　　　　　　　
注意 義務違反 に よ り治ゆ の 成果が 阻害され るな ら，そ の 法 的責任 の 問題が強 く問わ れ よ う。

こ

れ に対 して ホ ス ピ ス に お い て は ，末期患 者に対して 治療が緩和ケ ァ の み に な され る の で あ る か

らとの 理由で ，過失責任がない と断 じる こ とはで きな い 。なぜな ら，苦痛 さえ緩和 させ るなら

薬剤を投与 し死 を早め て よ い とい うわ けで はな い か らで あ る 。 憲法上 も保障 されて い る最 も基

本的権利で ある生存権 は，死 に向い つ つ ある人間に と っ で も，・確保 きれなければな らない こ と

言うまで もな い の で ある。

2． 医師 の 説 明義務と 患者の 同意に つ い て
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　 ホ ス ピス ケ ア に携わる 医師は，い か なる 治療上 の 説明義務 を負 い ，また末期患者 は ，どの よ

うな同意 （lnformed　Consent）が あ る の か 。 次 に こ れ らの 点を検討 した い と思 う。 こ れ らの

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

分析 に先立ち．まず〒 般的な医療 に おい て は，い かなる法的問題があるの かを概観 した い 。

　 わが国で は，「医的侵襲た る治療行為は ，た とえそれ が患 者の 疾病を治癒せ しめ る もの で あ っ

た として も，患者の 同意が与え られて い ない か ぎり，違法性を有するもの で ある とい う立場が
　 　 　 　 　 　   　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 

とられて きた」 と説かれ ，そ して 「患者の 同意は，違 法性阻却事由で ある」 と捉え られ て きた 。

したが っ て 医師は患者 に 治療 内容を十分に説明 し，か つ 患 者は医師か ら十分 な情報を得た うえ

で の 同意を なし，そ の後 に 医師の 治療行為が な され な けれ ばな らな い と考え られ る 。 そ の 際の

患者へ の 説明 として ．は ，治療 に関す る文献上 の 情報 は勿論 の こ と，た とえば手術 の 場合の プ

ラ ス 面ばか りで な く，マ イ ナ ス 面 も正 し く知 らされ る とい う内容も包含 され ，こ れ らが 医師の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

説明義務の 範囲を画定す るとされて い るの で ある 。 したが っ て た とえば，一般的に患者の 同意
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 破ll

を欠い た 専断的治療行為は ，原則 として 傷害罪を構成す る ，止 理解 され て い る の で あ る 。 また

ア メ リカで は，仮 に医学的にみて成功の うちに終 っ た治療行為で あ っ て も、患者の 同意に基づ

かな い場合は，暴行およ び傷害 （assaUlt 　and 　battery）を構成 し、当該医師は不法行為責任 を

負わな けれ ばな ら礁 とされ て い る 。 　 　 　 　 　 　
1

　 と こ ろで ，英米法 に お い て は ，伝統的 に患者 は通常の 場合 ，医療上 の 治療 を承諾又 は拒否 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
・うる とい う コ モ ン ・ロ

ー上 の 権利を持 つ ，と伝統的に考え られて きた。そ して ，同意原則 もま

たそ うした伝統の うえ に展開 され て きた ，とみ る こ とが で きよ う。 ア メ リカ で は，こ の 同意原

則に つ い て ，法理論 と して ，過失 （negligence ）か暴行罪かの 二 要件の い つ れかに 構成 され う

ると説かれて い る詔まず過失説によれば，説明不足に つ き医師が責任を負わねばな らない の は ，

「説 明 をなす べ きか ど うかを決定する際に ，医 師が それ らの 事情を十分に注意深 く考慮 して い

なか っ た場合で あ る」 と して ， 医師 の 説明不足の 責任を問 う こ と に な る 。
こ れ に 対 して ， 暴行 ，

傷害罪を説 く立場に よ れば，仮 に患者 の 同意が あ っ
・た として も，そ れは医師の 説明不足に よる

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

もの ゆえ無 効にな り，「医師の 実施 した診療行為 は患者 の 同意 な き診療行為 となる」 と。 した
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

が っ て 医師行為は ，同意 な き患者の 身体へ の 「接触」 とな り，患者の 身体を同意な しに傷つ け

る こ とに ほかな らな い ，とみ る の で あ る 。

　 これらの法理 が ， ア メ リカで展 開されて きて い るの は ，言 うまで もな く，コ モ ン ．・ロ ーの伝

統に よ る法的展開 ，法 に基づ く社会，さ らに人権意識等が影響 され て きたか らで あ る 。 患者は

医師に 対 して 十分な治療 上の情報を受ける権利意識の 強さ に あ らわれ て い う。 しか しなが ら医

師か ら十分な情報伝達が な され ，患者が同意 （自己決定）をす るか否か が ，そ の 後の 訴訟を防

ぐとい っ た結果を生む の で はな い か 。 患者の意思で同意 し，治療がなされ，マ イナ ス 要因が現

われ た場合 T 医師は有利な抗弁 を得る の で はな い か ，と い う問題が ある 。
．それは医療過誤訴訟

の 多い ア メ リカ社会の 当然 の 帰結か もしれな い 。

　 だが患者 は，医学的に 素人で あり，専門的知識 に乏 しい が ゆえ に ，・はた して 医師か らの説明

内容に っ い て 十分な理解の うえ同意がで きる の か否かで ある 。 患者に 自己決定能力がある の か，

はなはだ疑 問で もある 。 患者が 医師の 説明に 同意 す る k一め に ，よ り深い治療内容を知 ろうとす

れ ば，医師の 治療行為が制限され ，よ りよ い 治療がで きない と い っ た問題が起 こ っ て くる 。 そ

れ は患者 の 自己決定権 と い う権利 の 主 張 と密接な関係が あ り，患 者が 医療 を受け る権利の な

か で ，患 者側の 主 体的判断を認 め る 立場が 強 く， 医師の 治療上 の 行為に微妙に 影響を与 えかね
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　　 な い の で ある。そ こ で ，医師め説明義務は，患者の 自己決定権の 行使が 適正 に できるで あ ろう
　 　 　 　 　 　  

　　 程度で よ い の で は な い か とい う立場 もあ り，自己決定権は 「原則」 ある い は 「尊重 」 で あ りtJ

　　 積極的に r自らが決定する」権利 とい うよりも 「同意す る ，あ るい は承諾す る」．権利とい う程
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　　 度に理解すればよ い の で はな い か とい う主張 もある。

　　　 以上の 論点を前提 として ，ホ ス ピ ス ケ ア にお い℃い か な る問題が ある の かを一試論と して 論

　　 述 してみ た い 。

　　　 まず ， ホ ス ピ ス ケ ア の 中心 であ る末期患者に 対す る問題 に つ い て記 した い 。 当然 の こ とで あ

　　 るが ，死 に ゆ く患者が治療 を拒否する場合が あ るとい う こ とで あ る 。 それ は  　治療をして も

　　 健康 の 回復 を望めな い 場合，患者 の 意思で拒否す るこ と，  　健康 の 回復が可能で あるが治療

　　 を拒否す る場 合 t 特 に 宗教 的信念 にお い て 拒否す る （エ ホ バ の 証人 の ケ
ー

ス な ど） こ と 。  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　　 死を 自ら望む場合 ，安楽死 などで ある 。 これらの 問題は，患者の意思で 治療を拒否 し，自らの

　　 判断で 決定す る こ とは言 うま で もな い 。 しか しそ の 自己決定の ため に は ，診断，治療に つ い て

　　 医師か らの 十分な説明が前提であ り，患者が ，それ らを知 る権利が有効 に機能 して い る こ とが

　　 条件で ある 。 それは患者の 病名 ・症状等が十分に知 らされて い る こ とが必要で あ り，そ の 結果 ，・

　　
』
末期患者の 自己決定 に 至 る と考え られ る。問題な めは ，末期患者が治療を拒否す る こ とを是認

　　 すべ きか ど うか ，そ の拒否は ，医学 的判断が正確 な診断に お い て な され た の か ど うか ，また治

　　 療を拒否す る こ とが ，即，死に至 るまで 治療が な されな くて もよ い の か ，な ど検討 されな けれ

　　 ばならな いで あろ う。そ の こ とは医師の 説明に対 して 患者の 同意の うえで ，医師が治療の 継続

　　 を中止 した の か ど うか と い っ た点が 問題にな る の で あ る。患者が末期疾病で あ ると い う医師の

　　 判定が ，患者 の 自己決定に よ っ て 治療を拒否 した どい う合理的理由が あれば ，医師は責任を負
’
　 わな い と考え られ る 。 た とえ ば，癌患者の 場合 ，患者本人が それを知 る こ とに よ り，精神的負

　　 担に耐え られ な い f め に治療を拒否する と い っ た場合 ，当然，医師の 裁量 で 説明せ ずと も医師

　　 の 法的責任を課 さな い 。 しか しなが ら，そ の 合理 的理 由が ど の よ うな 鴎療水準 に よ っ て な され

　　 た の か と い う問題 も無視す る こ とが で きな い の で あ る 。

　　　 さて ，ホ ス ピ ス ケ ア にお ける末期患者 の 場合，い か なる法的問題があるの か，に つ い て論を

　　 進 め た い 。

　　　 まず，患者が末期疾病で あると診断 され ，ホ ス ピ ス に入院す るにあた il　，患者の 同意が あ っ

　　 た か否か の 問題が あ る 。 前述 した よ うに
， 患者の 治療な らびに 入隣の 拒否と い う意 思が あ っ た

　　 か否か とい う点が 問題 に な るか らで あ る。た とえば， こ の 点に つ い て ア メ リカ の場合を例 に し

　　 て 説 明した い 。そ の 前提 と して ，ア メ リカ の 医療保健制度か らみれば，余命 6 ケ月以内 とい う

　　 医師 の 診断 にお い て．，ホ ス ピ ス に入院すれば，メ デ ィ ケ ア （老人 障害者健康保険），メデ ィ ケ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　　 イ ド （老人低所得者等医療扶助）の 適用がな され，給付を受 けるこ とが で きる。 そ して ，メ デ ィ

　　 ケ ア の 支給を受け るために は，患者は ，そ の 内容が緩和ケ ア で あり，治療 ではな く，症状 コ ン

　　　トロ ール に あると確認 しr（署名せ ねばな・らな い とされて い るQ で ある 。 勿論 1 医師 の判定の正

　　 確 きと患者の 同意が前提で あるが ， 果た して十分な適切な判断がで き得る の か 。 通常医師の 医

　　 学的判断は 、余命 2 ケ月の 診断は可能で あるが ， 6 ケ月 の 診断は困難で あ ると言わ れ て い る 。

　　 デメ リカ で は前述 した よ う に 「余命 6 ケ月以 内 ，治療の 手立な し」 との 医師 の 証明書が な けれ

　　 ばホ ス ピ ス に 入れな い とされ て い る。また さらに
一医師 の み の 判定で はな く，主治医 （attending

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 圃

　　 Phyician） とホ ス ピス デ レ クタ
ーまた はホ ス ピ ス チ

ー
ム の 医師の 診断が な ければな らな い

， と
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されて い る の で あ る。 そ の 診断の 結果 ，
一般的に は ，患者とそ の 家族もしくは代理人の承諾に

よ っ て ホ ス ピ ス ケ ア を受ける と考え られる 。 問題な の は ，死に ゆ く末期患者に 同意す る意思能

．力が あ るの か どうか 。 医師の 診断を正確 に受け入れ るだけ の 自己決定能力が あ る の か。
’
もし患

者に 同意能力 の な い 場合 （ア メ リカ で は ，未成年者また は正常な判断を欠 く者で ある場合，同

意権者 は父母，後見人等で あ り，患 者の 同意 は無意味で あ る の が 原則で あ る とされ る 。 しか し ，

未成年者が年長で 十分判断力の ある場合には，軽微な手術に つ き未成年者の 同意の み で 足 りる と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 圃

’

す る判例が 多い と言われる），そ の 家族 も しくは代理人 に よ っ て 代行が可能で はな い かと思 う。

形式的に は書面にお い て同意の 意思を確認する こ とに なるで あ ろ う。 ナメ リカ の ホ ス ピ ス で は ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

「緩和ケ ア を受 けよ うとす る患者 は 、．同意書 に署名す る こ とに な っ て い る」の で あ り，「患者

が極度に 衰弱 して い たり，意識障害がある場合 には ，家族が 同意書に署名する こ とにな っ て い
　  

る」の で ある 。 しか しなが ら，書面にお ける同意が ’
t か な らず しも患者が 医師の 行な う医療行

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 闘 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　
’

為に 全面的な 1司意が与え た と解す べ きで は な い と い う議論 もあ るが ，勿論 ， 医師を信頼 して署

名された場合 もあろ うか ら、すべ て が適法性がな い とは言え な い で あ ろう 。 そ れ は書面の み の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

同意 の 有効性あ りとす るの で はな く，事実の 具体的事情 に応 じて 決定 される べ き事柄で ある と

い う考え方 もある。 しか しこれ らの 議論は，例として掲 げられて い る もの が，手術承諾書の 場

合で あ り，ホ ス ピ ス ケア に お ける末期患者の 場合 に妥当で あるか疑問で もある 。 ホ ス ピ ス ケ ア

に お ける末期患者の 同意の 内容が ，緩和ケ アを中心 とす る痛 みか らの解放 ヂ 不快か らの 緩和に

あ り，それ らの 同意内容の文書に署名す る 。 延命の ため の 治療行為で はな い こ とな ど書面 に文

書で ，そ の 内容を明記す る必 要が あ る 。 そ の 書面 に末期患 者が 同意の署名をす る こ とに なる 。

そ の 文書が ホ ス ピ ス ケ ア の要件を充足 し，客観的医療的水準を満たす もの で あれば ，適法性を

有す る もの と考え られる 。

岡　松浦以津子 ， 医療事故 と民事責任 ，加藤
一郎 ・森島昭夫編，r医療と人権』，有斐閣，昭和59年 9 月 5

　日第 1rSlj，　373頁参照 b
’

闘　平林勝政，医療過誤に おける契約的購成と不法行為的構成 ，加藤
一郎 ・米倉明編 ， 民法の争点，ジ ュ

　 リス ト増刊 ，有斐閣，1978年 7月20日，340頁参照。

翩　平林勝政，前掲書  ，340頁参照。

側　加藤
一

郎，不法行為，有斐閣，昭和50年 2 月士0日増補版第 2 刷 ，5 頁参照 。

S9） 幾代通 ，「不法行為 」，現 代法学全集20皿，筑摩書房 ，昭和 52年12月20日初版 ，31頁参照 ，加藤
一

郎 ・

　前掲書64頁参照 。

  　田 中実 ・藤井輝久著，医療 の 法律紛争 ，有斐閣
t
｝昭和61年 10月 10日初版第 1 刷，68頁参照 。．

馴　新美育文 ， 医療過誤裁判 ，
ジ ュ リス ト総合特集 Na44，有斐閣 ，1986年 9月 25日 ，174頁参照 。

（6M 飯田英男 ，法務総会研究所編 ，医療過 誤 に関する研究，法曹会 ，昭和51年 12月 1 日第 1 版 2 刷 ，
32頁

　参照 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1

  　松浦以津子 ，

．
前掲論文   ，

3ee頁参照 。

（6心　Stephen　H ．　Bandeia 皿 ，　 MD ，
　JD ，　 The 　National　Hospice ．Reimburse 皿 ent 　Act，　 National

　Hospice　Organizatioh，1984，　 a 七　8
− 9 ，

  Abigail 　Lawlis　Kuzma ，　Hospice ：The 　Legal 　Ramificatibn　of 　a 　place　to　Die，　Indiana　Law

　 Journal，　 Vo156 ： 73，　 at 　673．

圃　Marlene　Scham ，　MA ，　and 　Arnold　Schaエn ，　M 。D ．　supra 　ngte 個 ，　 at 　320 ．

圃　わ が 国 に お け る こ の 説明義務の 法的根拠 は，医師法第 23条 ， 民法第642条 ， 医師法第 22条 ， 医師倫 理

　 1章 ，2章に該当すると言われ る 。 （田 中実 ・藤井輝久 ・前掲書   ，115頁参照）。
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  　新美育文 ，医師 の 説明義務と患者 の 同意 ，民法 の 争点 ，有斐閣 ，1978年 ，7月 20日 ，342頁参照。

翻　新美 ・前掲論文闘 ，342頁参照。

  　加藤良夫，患者の人権 一 医療へ の患者の ア クセ ス 権を中心 と して
一 ，ジ ュ リス 総合特集 No．44，

　有斐閣 ，1986年 9 月25日 ，168頁参 照。

  　飯田英男 ・前掲書圃，15頁参照 。

  　新美育文 ，医師と患者 の 関係 ，加 藤
一

郎 ・森島昭夫編 ，「医療 と人権」，有斐閣 ，昭和 59年 9 月 5H

　第 1 刷 ，127頁参照。

  MorkFowler ，　Appointinganagentto 　makeMedical 　treatmentchoice
，
　ColombiaLaw 　Review ，

　Vol　84。　 May 　1984，　 at　988．

四 Note，　Informed　consen 七and 　the　dying　Patient，　Yale　Laws 　Journa1 ，　Vol　83，1974，　 at 　1636．

  　新美育 文 ・前掲論文鬮 ，
127頁参照 。

  　新美育文 ・前掲論文 （7Z，127頁参照 6

  　新美育 文 ・前掲論文 （7Z，128頁参照 。

  　田 中実 ・藤井輝久 ・前掲書  ，
118頁参照 。

  　蓮沼正明 ，医療 に おけ る社会性 ，
一 そ の 実態 と法理論 の 世界

一
，医事法学叢書 1 医師 と患者 の 関

　係 一 ，日本評 論社，1986年 7 月10日第　版第 1 刷 ，168頁参照 。

｛aO｝ Note．　 Informed　Consent　and 　 the　Dying 　patient，　 supra 　note 個 at 　1160〜1161．なお，安　　　　　　　　　　　　　　　　l『
楽死 と ホ ス ピ ス の 問題 につ い て は ，法的 に も議論 の あ る と こ ろ で あ るが ，続稿に譲 りた い と思 う。

〔81） NHK 取材班，日本の 条件，9 医療
一

あな た の あすを誰が 看る
一

昭和57年10月20日，256頁参照 。

圃　Babara 　Mishkin，　MA ，　JD ，　Hospice　monograph 　Decision　in　HoSpices，　National　Hospice

　Organization，1985，　 at 　10．な お，ア メ リカ の 医療保険制度は ，わが国 と
・は異 な り ， 国民皆保険制度を

　持 っ て は い ない 。ア メ リカ で は ， 自らの 生命 ・健康 は 自らで 責任を持 つ べ きで あると い っ た考え方 に 裏

　打されて おり，国家が い かなる分野 に おい て も ， 干渉介入する こ とを拒否する個人主義 に 徹 して い るの

　 で ある。したが っ て 医療 の 分野 に お い て も民間保険が発達 して きたの で ある。しか しな が ら経済的富者

　は H己の 財力で高度な 医療を受け られ るが ， 経済的弱者は常 に 医療 の 機会 に 恵まれず ， 社会問題化 して

　きて 吟た の で あ る 。 そ こ で 1935年 ，、ル ーズ ベ ル ト大統領 の 時 に
， 「社会保障法」を成辜させ る際 に

， 公

　的医療保 障制度をその
一

部 に 加える予定で あ っ たが ， 医師団 の 圧力 で 実現 しなか っ た。さ らに トル
ー

マ

　 ン 大統領 も 「公的保障法案」を議会 に 提出したが廃案 に な っ た （園田恭
一。米林喜男編 ， 保健医療 の 社

　会学 ， 有斐閣 238頁〜239頁 ， 昭和 58年 9 月 10日初版第
一

刷）。 そ の 後 ，ケネデ ィ 大統領 が 「老人所得

　者層 の みを対象とす る限定された制度 を提案 し」，1965年 ，ジ ョ ン ソ ン 大統領が，社会保障法第18章

　　（メ デ ィ ケ ァ）を議会に提出し；通過 した。特 に ，こ の 法案 に は．，病院退院後の 医療 に つ い て ，延長療

　 養施設 （ナ ーシ グホーム 等 の 施設）の 入院費用を公費で 負担す る こ とが盛 り込まれた （カ
ール ・ペ ブル

　 ス ，岡本祐三訳 ，ア メ リカ の 老人医療 ，勁革書房 ，1985年 6 月25日第 1 刷 ，20頁参照）。　　　　　　　 ・

　　 以 上，簡単に ア メ リカ の 医療制度 の 経緯 を概観 した の で あ る が
， 現在 ，

ボ ス ピ 不医療 に お い て は
， 公

　 的医療制度として ，
メ デ ィ ケア

，
メ デ ィ ケイ ドがあり ，

ホ ス ピ ス ケア が導入 （1982年 9月改正 ， 83年 11

　 月 1 日か ら実施）されて い る。それ に よ ると，「医師 に よ っ て 生存期間が 6 ケ月未満 と診断された癌等

　 の 末期患者に対して ，通常平均入院費用 の 40％以下に 相当する ホ ス ピス ケ ア を1983年か ら 3 年間を限度

　 として30日な い し90日支給する」 とされ た （石本忠義 ， 国際医療保障論，勁草書房，1985年10月 5 日第

　 1 刷，117頁〜118頁参照）。

1
こ の 給付制度が ，今春さ らに増額の うえ恒久化さ れ た と言われ ，大企業

　 で も従業員とそ の 家族が ホ ス ピ ス を利用す る場合 ， その 費用を負担す る制度が導入されたと報 じられて

　 い る （日高昇
一

記者 ，読売新聞 ， 昭和61年10月26日朝刊 ，
ホ ス ピス 事情を中心 とした リポー

ト （連載記

　事 に よ る ） こ れ らの ホ ス ピ ス における公的医療制度 の ほ か，ア メ リカ で は民間保険等 もあ り，政府 ，議

　 会 も関心を強めて い る とい うこ とで ある 。 勿論，医療費 の 高騰 に 対す る抑制策 として の 目的が含まれて

　 い るが ，人道的側面も忘れ る こ とがで きな い。わ が国 に お い て も公的扶助の 面 で ，ホ ス ピス へ の 健康保

　 険 の 適 用 が 実現 さ れ る よ う希望 した い
。
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40 三 浦　泉 ・河島　進

圃　が ん対決 ・前掲書｛7），97頁参 照。

〔80Paul 　R ．　Torrens ，　M ．D ．，　M ．P ．H ，　Hospice 　Programs 　and 　Publc　policy，　American 　Hospital・

　 publishing 　Inc．1985
，
　 at 　165．

  　細川清 ，医師 の 開示 義務 一 ア メ リカ 法 の 場合，判例時報 ，817号 ，4 頁参照 。

  　柏木哲夫
・前掲書  ，214頁参照 。

岬 　柏木哲夫 ・前掲書  ，215頁参照。．

（8S　飯田英男 ・前掲書圃 ，17頁参照 。

  　飯田英男 ・前掲書翩 ，17頁参照 。

V 　 む 　す 　び

　本稿で は ，ホ ス ピ ス 医療の 内容 とそ の 法的諸問題に つ い て検討 した。特に薬剤師の 役割が，

ど の よ うな点 に ある の か ，を中心 と して 問い か けて み た 。 またわが 国に お い て ，ホ ス ピ ス 医療

が展開 され る ことを予想 して ，現在試論で はあるが ，ア メ リカの文献を参照 しなが ら法的諸問

題に つ い て論述 した 。

　さて ，本稿 を終え るに当 り，ホ ス ピ ス 医療に つ い て ，執筆中，本文と重 複す るか も しれ な い

が ，書 き残 した点及び感想 を記 して みた い 。

、1． ホ ス ピ ス 医療 は ，医師，ナ ー
ス が 中心的役割を担 っ て い る と思わ れ る が ，しか し各専門

分野がチ
ー

ム を組ん で 取 りくん で い る ごとは論ず るまで もな い 。だが ドそ の 役割 の なかで忘れ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ

る こ との で きな い の は，ボ ラ ン テ ィ ア の 働きで あ る 。 ボ ラ ン テ ィ ア に つ い て は ，欧米社会にお

い て 伝統的 日常的な事柄 と して 実践 され て お り，そ の 精神 的基盤が キ リス ト教 に あ る こ とはよ

く知ちれて い る 。 ボ ラ ン テ ィ ア の 働きな くして は ，そ の 運営が 困難で ある と言われて い る 。 わ

が 国 の ホ ス ピ ス の 存在の カ ギ の
一

っ は ，こ の ボ ラ ン テ ィ ア の 奉仕活 動に かか っ て い ると考え ら

れ る の で あ る 。

　2． ホ ス ピ ス で は，ケ ア にそ の 目的が ある の で ，ナ ース の 役割が重要な立場とされて い る。

勿論 ホ ス ピ ス チ ーム の 人々 は対等 の 立場で 尊重 され ，地位や職域は重要な要素で はな い 。 わが

国の ホ ス ピ ス （聖隷ホ ス ピ ス ，淀川 キ リス ト教病院ホ ス ピ ス ）の ナ
ー

ス は，全国か らホ ス ピ ス

医療 に賛同 し，志願 して きた人 々に よ っ て 構成 され て い る と言われ て い る 。

　 3． 薬剤師の 役割 と将来 の展望に つ い て ，筆者 は以下の よ うな感想を持 っ た 。

　cn　ホ ス ピ ス ケ ア
．
にお い て も積極的 に薬物治療が施 され る。．もち ろん ，病院にお ける それ と

本質的に 目的は異 な る が ，時々 刻々 変化 する末期患者 の症状．に対応 して
， 薬物の 種類 ，量 な ど

が変 え られ る こ とは同様で あ る。したが っ て
， そ の 調 剤及 び投与聞隔の 決定は 重要 な業務で あ

る。こ と に疼痛コ ン ト ロ ール の ため
．
の あらゆ る手段が用

「
い られ るため，そ の 中に お ける薬物療

法の 位置づ け と，新 しい薬物 ，・手段 の 検索研究が行わ れな ければな らない 。こ の 分野で の 薬剤

師の働きが期待 され る．。 こ の 問題は ，ホ ス ピ ス 患者へ の適用可能な剤形開発 と い う観点か らも，

薬剤師で な けれ ば解決で きな い 分野で あ．る。

　回 　多種類の 薬物の管理 とそ れ らの 薬物に 関す る種 々の情報提供は 、薬剤師に 全面的 に負 う

とこ ろで あ る 。 さ らに ，ホ ス ピ ス ケ ア で は ， 他の ケ ア チ
ーム の み な らず，患者 自身及びそ の 家

族 へ の 情報提供が必要で あ るた め ，情報の 種類も多 くな る と思 われ る 。 ま た
，

こ れ らの 情報は ，

患者の 状態 を把握 した上で 提供で き る もの が 多 く，薬剤師が患者に直接応対する こ とが要求さ
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れよ う。

　  　ホ ス ピ ス ケ ア が ，在宅 ケ ア を含 めた形で行な われ る よ うになれ ば，地域薬剤師 （開局薬

剤師）の 役割 は大 きくな る と思われ る 。 ホ ス ピ ス ケ ア の ス ク リ
ーニ ン グをは じめ ，在宅ケ ア の

訪問 ，患者及び家族の 教育な ど様々で あ る 。 それ の み な らず ，地域 にお ける薬局間の相互対応

が 必要 となり，新 しい組織化が望 まれて こ よ う。 しか し，これは基本的に 医薬分業の 推進 とな

る もの で あ り，実施可能で あ ろ う。

　〔→　また ，ホ ス ピ ス ケ ア に ，よ り新 しい 分野 の 疼痛 コ ン トロ ール を導入する とい う視点か ら，

薬剤師職能が今以上に拡大 し得 るこ とが 示唆 され ，薬剤師 の あり方 どして t1 つ の 新 しい 形が

考え 出され て くると思 われ る。

　 4． ホ ス ピ ス ケ ア に お ける法的問題に つ い て は ，そ の ケ ア の 中心が 医師，ナ ー．
ス に 重点が置

かれ て い る 。 そ こで 医師の 過失責任 とは何か，を
一
般の 病院にお ける医師の法理 の 概観を論 じ，

緩和ケ ア の た め に は，薬剤師が関与す る とい う仮説の もとに 論 じた 。 また医師の 説明義務がホ
．

ス ピス 患者の 同意原則法理 とどの よ うな関係が あるの かを検討 した 。 これ らの 法的問題 に つ い

て は ，ア メ リカの 法論文で は論 じられて い るもの で あるが ，わが国 の 法理 論 の もとで ，、い かな

る展開が な され る の か ，を筆者な りに ア メ リカ法論文 （ア メ リカ で は医療保険法 と州法に つ い

て も法的問題 として 論 じて い る） を 分析の うえ論 じた つ もりで あ る。あ くま で も問題提 起 の 域

を出な い も の で あ っ た 。 しか しなが ら、わ が 国 に お い て ホ ス ピ ス 医療 も，今後 ，そ の 公共的社

会的責任を担 っ て い く制度 として 展 開 されて い くで あ ろうか ら，法的責任 論 も提示 され て くる

と，筆者 は考 え て い る 。 さ らに 詳細 な法 理論 の 展 開 を 自らに 課 レ．今後の 研究 の プ ロ グ ラ ム に

したい と思 っ て い る 。 　 　 　 　 　 　 　
「
　 　 　

’

　5． ホ ス ピ ス 医療 の 充実に は ，健康保険制度の 改革が望 まれ る。本文注 （82） に お い て 簡単

に記 したが ，ア メ ijカの 場合 t 医療費抑制の 目的 もあり，メ デ ィ ケ ア ，メ デ ィ ケ イ ド制度の 下

に ，国か らの 保険給付がな されて い る。現在 ．1568（The　1986．　Guide　to　the　Nation
’
s　Hospice

に よれば）の ホ ス ピ ス が設立 され て い る理 由 の
一

つ は ，こ れ ら保険制度に よ ると．も言われて い

’

る 。 わが国 に おい て も，現在の 健康保険制度の 下で適用されない もの か，特 に在宅 ケ ア に も支

給範囲が拡 げられな い もの で あ ろうか 。　　　　　
’

　 6． わが国の ホ ス ピ ス の 実惰は ，われ われが訪ね た浜松市め聖隷ホ ス ピ ス ，大阪市の 淀川キ

リス ト教病院ホ ス ピ ス を含め て 数ケ所で ある。前者は ，「院 内独立型 （一般病棟 とは独立 した

ホ ス ピス と して の 建物）」，後者は ，「院内病棟型 （
一

般病棟 （6階）の 上 に （7階 ） ホ ス ピ ス

病棟を持 っ ） の ホ ス ピ ス で ある 。 両者とも環境が よ く，ゆ っ た りとした病室 と設備が 準備 され ，

末期患者の 心 の慰め とな る場所で あ ろ う。 勿論 ，
ス タ ッ フ の 献身的働きを見逃すこ とはで きな

い 。 両ホ ス ピ ス と も現行の 保険制度の 下で 限 られた範囲内で 維持 しなが ち，寄附金 に よ っ て運

営 されて い る の が実情で あ る 。

　 さて ，、われわれの ホ ス ピ ス ケア に 関す る研究か ら以下の よ うに結論と した。

　わが 国に おけ る死因の 第 1 位 は 「癌」で あ る 。 こ の 事実か ら末期患者 に対する医療 と して ホ

ス ピ ス ケ ア が要請され る 。 しか し，わが国の 国民性 ，宗教性 ，医療制嵐 ケ ア チ
ー4 ，経済性

など の 要因が，ホ ス ピ ス ケ ァ の 導入に 大 きな影響を及ぼ して い る 。 したが っ て ，医療制度の 見

直し，ケ ア チ
ー

ム の教育，経済的サ ポ
ー

ト，国民 へ の ホ ス ピ ス ケ ア の啓蒙などが必要 で あろ う。

以上 の点が 改善され れば，わが国に おい て も，さらに ホ ス ピ ス ケ ア は制度 と して 確立 され て い
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くで あ ろ う と思 う。

　最後 に ，ホ ス ピ ス 医療の一側面 を考察 し，問題提起 を したつ もりで あっ たが ，か な らず しも

意を つ くした もの で はなか っ た 。 本稿で は ，ホ ス ピ ス 医療 と い う広 い 範囲 の 問題を完結 した と

は思 っ て い ない 。 こ れ らの 問題提示 をわれわれに課 し，機会があれば，不十分な点 に つ い て 続

稿に譲 りた い と思う 。
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